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外国における扶養料取立システムの構築
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外国における扶養料取立システムの構築

I.はじめに

外国居住者が国内の裁判所にアクセスすることの困難は、かなり古く

から認識されてきた。たとえば、外国居住者が囲内で訴訟を提起する際

には、訴訟費用の担保を命じられたり、訴訟救助を受けられないことな

どが起こりうる1。そこでハーグ国際私法会議は、 1896年・ 1905年・

1954年の「民事訴訟手続に関する条約j、および1980年の「裁判の国際

的な援助に関する条約jを成立させ、かような障害を可能な限り除去し

ようとしてきた20

しかし、さらに家族法上の問題については、行政機関などが援助して、

より積極的に囲内の裁判所へのアクセスを容易にする必要がある。たと

えば、同じくハーグ国際私法会議による1980年の「国際的な子の奪取の

民事面に関する条約J、1993年の「国際養子縁組に関する子の保護及び

協力に関する条約」などは、子どもの取戻の手段としての裁判ないし養

子縁組への裁判所の関与などの側面をみれば、国際的な協力関係によっ

て裁判所へのアクセスそのものを保障するための条約であると言っても

よいであろう 30

l外国居住者に対する担保提供命令については、わが国の民事訴訟法75条以下

参照。訴訟上の救助(同82条以下)については、外国居住者に対する制限はな

いが、法律扶助協会による裁判費用の立替については、立替金の償還まで日本

に住む見込みのある者だけが対象とされている。山田鎖ーほか『わかりやすい

国際結婚と法[新版J~ (1995年・有斐閣)88頁。

2 ただし、わが国は、 1954年の民事訴訟手続条約のみを批准している。 3つの

民事訴訟手続条約については、三井哲夫『国際民事訴訟法の基礎理論J(1995 
年・信山社)295頁以下、裁判援助条約については、黒田雅子「国際的Access

to Justiceに関するハーグ条約jリーガル・エイド研究3号93頁参照。

3子の奪取条約については、早川員一郎「子の奪い合い紛争解決のためのわが

国の課題一子の奪取に関するハーグ条約の適用事例に照らしてj法学(東北大

学)65巻6号1頁、同「国境を越える子の奪い合い(一)J名古屋大学法政論
集164号64頁、同「子の奪い合いについての一考察Jr日本民法学の形成と課題
星野英一先生古稀祝賀・下~ (1996年・有斐淘)1227頁、横山潤「国際的な

子の奪取に関するハーグ条約」一橋大学研究年報法学研究34号3頁、織田有基

子 rr子の奪取に関するハーグ条約』の実際の適用と日本による批准の可能性」
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論説

一方、国際人権法の分野をみれば、とりわけ1989年の「児童の権利に

関する条約Jでは、国際私法に関連する規定として、次の3つを挙げる

ことができる40

lつは、養子縁組に関する21条であり、とくに(e)項は、養子縁組にお

ける子の利益を保護するために、二国間または多数回聞の条約を締結す

べきことを定めている。そして、児童の権利条約の準備作業が大詰めを

迎えていた1988年には、すでにハーグ国際私法会議が前述の国際養子縁

組協力条約の準備に取りかかっていたのであるから、児童の権利条約に

いう多数回間条約の lっとして、ハーグ国際養子縁組協力条約が念頭に

置かれていたことは容易に想像できる。現に、わが国が1996年に児童の

権利条約に関する第 l回政府報告書を提出したところ、 1998年に出され

た児童の権利委員会の最終所見は、わが国がこのハーグ国際養子縁組協

力条約の批准を検討すべきであると勧告している50

国際法外交雑誌95巻2号35頁、山内惟介「国際私法における子の奪取について

ドイツ連邦憲法裁判所の二決定」法学新報106巻 1・2号213頁、早)11真一郎・

道垣内正人・織田有基子ほか「国際的な子の奪取の民事面に関する条約の実施

に関する法律試案及び解説j民商法雑誌119巻2号302頁、樋爪誠「渉外法にお

ける子の利益 渉外的な子の奪取における返還の否定から」立命館法学275号

323頁、同「渉外的な子の奪取における返還の否定j同271・272号783頁参照。

国際養子縁組条約については、鳥居淳子「国際養子縁組に関する子の保護及び

協力に関する条約についてj国際法外交雑誌93巻6号 1頁、岩倉由佳「ハーグ

国際養子条約と子どもの権利条約の相互補完的関係J青社28巻2号45頁参照。
4児童の権利条約と国際私法条約との関係については、奥田安弘「国境を越え

た子どもの移動と戸籍j榊原富士子編『戸籍制度と子どもたち.1(1998年・明

石書店)153頁、同「渉外家事事件と子どもの権利条約j自由と正義51巻4号

50頁、岩倉・前掲注 (3)53頁以下参照。 Seealso Gonzalo Parra-Aranguren， The 

United Nations Convention on the Rights of the Child and the Hague Conventions， in: 

Sharon DetrickIPaul Vlaardingerbroek (ed.)， Globalization of Child Law: The Role of 

the Hague Conventions， 1999， p.15. 

5 CRCIC/l5/Add.90， P訂.38.最終所見を掲載したものとして、 http://www.mofa

go・jp/policyJhuman/childlinitialreporttobservation.htmlがあり、その日本語仮訳を

掲載したものとして、 http://www.mofa.go・jp/mof勾Igaiko/jido/9806/index.htmlが

ある。なお、児童の権利委員会がかような勧告をおこなった背景としては、毎

年わが国からかなりの数の子どもが養子として外国に流出している実態を、日
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外国における扶養料取立システムの構築

国際私法に関連するもう lつの規定は、児童の不法な国外移送ないし

誘拐に関する11条および35条である。そこでも、多数国間条約の締結や

現行の条約への加入を促進することなどが求められている。そして、か

ような多数回間条約としては、やはり前述の子の奪取に関するハーグ条

約が挙げられる。この点については、児童の権利委員会の最終所見では

取り上げられていないが、わが国は、子の奪取に関するハーグ条約を批

准していないため、外国から連れて来られた子ども、ないし外国へ連れ

出された子どもの取戻が、きわめて困難な国であると言える60

さらに国際私法に関連する規定として、扶養料の取立に関する27条が

ある。その第4項は、とくに子どもと扶養義務者が相異なる国に居住し

ている場合について、国際条約の締結や現行の条約への加入を促進する

ことを求めている。この点については、ハーグ国際私法条約よりも、む

しろ1956年の「外国における扶養料の取立に関する国連条約Jが問題と

なるであろう。この条約では、子どもが自分の居住国で申立をすれば、

親の居住国に申立書が送付され、その国の政府が裁判手続を含め必要な

すべての措置をとって、扶養料を取り立てるシステムとなっている。す

なわち、国際的な協力関係による扶養料取立システムの構築である。

弁連などのカウンターレポートが指摘したことによるのではないかと推測され

る。日弁連のカウンターレポートを掲載したものとして、日本弁護士連合会編

著『問われる子どもの人権J(1997年・こうち書房)がある(とくに109頁参照)。
さらに、奥田(戸籍制度と子どもたち)前掲注 (4)153頁以下、同(自由と

正義)前掲注 (4)51頁以下も参照。

6奥田(戸籍制度と子どもたち)前掲注(4) 166頁以下、同(自由と正義)

前掲注 (4)54頁以下参照。夫婦間の子の奪い合いについて言えば、外国人配

偶者が日本人配偶者からの子どもの取戻に成功した例は、 l件のみが公表され

ている。最判昭53.6.29家月30巻11号50頁。これに対して、失敗した例として

は、最判昭60.2.26家月37巻6号25頁、東京高判昭平5.11.15家月46巻6号47

頁などがある。さらに、養子として外国に連れ出された子どもを取り戻すため

の人身保護請求が棄却された例として、大阪地決昭55.6.16判タ417号129頁が

ある。なお、 2002年1月27日のアサヒ・コムは、この問題について、かなり詳

しい記事を掲載しており、米国から日本に連れ出された子どもを取り戻せない

米国人の親たちが、日本政府を相手にクラス・アクションを起こすことも検討

していると報じている (http://www.asahi.∞m1english/weekend/K2002012700081. 

html)。

北j去53(5・427)1605



さチム 号尚
員同 日己

この扶養料取立条約は、すでに50か国以上が締約固となっているが、

わが国は、いまだに加入していない。しかし、この条約に入る必要がな

いと言えるほどの扶養料取立システムが、わが国にあるとは思えない。

たとえば、児童の権利条約に関する第 l国政府報告書は、扶養に関する

家事審判事件が相手方の住所地の管轄になる、という囲内管轄の問題を

取り上げたり、わが国に相手方の財産があれば、判決の強制執行ができ

ること、扶養義務の準拠法に関するハーグ条約を批准していることなど

を挙げるだけであり、また2001年11月に提出された第 2回報告書も、第

l回報告書を援用するにとどまっている7。

しかし、外国在住の子どもにとっては、そもそも日本在住の父親を相

手どって日本で扶養請求の裁判を起こしたり、自国の判決を日本で執行

するための手続をすること自体が極めて困難であり、かような国内裁判

所へのアクセスを容易にするための措置がわが国でまったくとられてい

ないこと、ここに問題がある。

現に、わが国の判例では、外国在住の子どもからの扶養料取立に関す

る事件は、ほとんど見当たらない。たしかに最近、米国在住の母親が子

どもの養育費の支払を命じる判決を米国裁判所から得て、この判決の執

行を求める訴えを日本の裁判所に起こした事件が2件あるが、いずれの

事件でも、当事者は双分とも日本人であり、おそらく日本在住の親族な

どの助けを借りたのではないか、と推測される80

わが国では、国際養子縁組協力条約および子の奪取条約は、比較的よ

7第l回報告書 (CRC/C/411Add.l) を掲載したものとして、 http://www.mofa.

go.jp/policylhumanlchildlinitialreportlindex.htmlがあり、その日本語仮訳を掲載し

たものとして、 http://www.mofa.go.jp/mof;司Igaiko/jido/9605/index.htmlがある。

また、第2回報告書(位CRCiだCI凡10似41品Adωd.2幻)を掲載したものとして、 h加ttゆp:llwww.

mof;白a.g伊肝則0仏吋.jpl午刷p伊阿oli均c句yl伽hl加lU叩um班Jma鳩a副nlch出州hi凶lI世il肋dI耐Ire叩叩p伊or凶tα印2/in凶n凶l刈de飢x丸u凶.h加h
したものとして、 http://www.mofa.go・jp/mofaj/gaiko/jido/01111index.htmlがある。

8東京高判平9.9.18判時1630号62頁、東京高判平10.2 .26判時1647号107頁。

さらに米国在住の日本人夫婦が現地で離婚し、夫に対し妻への扶養料支払を命

じる判決が下されたが、その後、当事者が双方とも帰国したので、妻が米国判

決の強制執行許可を日本の裁判所に求めた事件がある。東京高判平13.2. 8判

タ1059号232頁。

北法53(5・426)1604



外国における扶養料取立システムの構築

く研究されているが9、扶養料の取立に関する条約は、なぜかあまり研

究がなされてこなかったように思う 10。しかし、 1956年の国連条約は、

前述のように、すでに50か国以上が締約国になっており、その中には、

わが国と関係の深いフィリビンや南米諸国なども含まれている。また米

国やカナダなどは、国連条約の締約国にはなっていないが、独自の扶養

料取立システムを構築している。

そこで、以下では、国連条約の締約国であるとともに、米国やカナダ

などの独自の扶養料取立システムにも参加しているドイツの学説および

実務を中心として、解釈上の問題点および運用の実態を考察し、わが国

における扶養料取立システムの実現への展望を試みたい。

ll.国連扶養料取立条約

1.成立の経緯

国連の「外国における扶養料の取立に関する条約 (Conventionon the 

Recovery Abroad of M創ntenance)Jは、 1956年6月20日にニューヨークで

採択されたが11、その前史は1920年代にまでさかのぼる。ただし、当初

は、現在のような行政機関などの援助による取立システムが考えられて

いたわけで、はなく、扶養判決の執行の問題だけが取り上げられていた120

すなわち、 1925年には、児童保護国際協会 (Association IntemationaIe 

9前掲注 (3)の文献参照。それは、おそらくこれらの条約がハーグ国際私法

条約であることにもよるのであろう。わが国は、ハーグ国際私法条約の批准数

はあまり多くないが、学界における研究は、多数公表されている。

10わずかに1956年の国連条約の翻訳として、川上太郎『国際私法条約集j

(1966年・神戸大学経済経営研究所)75頁以下があり、辞典の項目として、国

際法学会編『国際関係法辞典.1(1995年・三省堂)115頁以下(中野俊一郎)が

目につくにすぎない。

11 United Nations Treaty Series， 1957， p.32.資料lにおいて、英語およびフラン

ス語の正文にもとづく筆者の翻訳を掲載した。

12前史については、主に BulowlBockstiegel(Mecke)， Der internationale Rechts-

verkehr in Zivil-und Handelssachen (Loseblatt)， E 5， 794-1 ff.; Denkschrift zum Uber-

einkommen uber die Geltendmachung von Unterhaltsanspruchen im Ausland， BT-

Drucks. 425/58， S. 37によった。

北法53(5・425)1603



論説

pour la Protection de l'Enfance) という団体が扶養判決執行条約案の作成

に取り組んでいるが、間もなく国際連盟がこの問題を取り上げ、 1929年

には、当時まだ国際連盟の補助機関であった私法統一国際協会(ユニド

ロワ)に検討を命じた13。ユニドロワは、 1938年に扶養判決執行条約案

を完成させたが、第2次世界大戦によって作業が中断し、その間にユニ

ドロワは独立の国際機関になった。戦後再び、ユニドロワは、国際連合

の経済社会理事会から作業の継続を要請され、 1949年には、改めて扶養

判決執行条約の新しい草案を完成させた。

しかし、この草案は、経済社会理事会の承認を得ることができなかっ

た。経済社会理事会は、 1952年に別途、専門家委員会を設置して、 2つ

の新しい草案を作成した。 1つは、ユニドロワ草案にもとづいて、再び

扶養判決の承認執行条約を目指したものであるが、もう 1つは、扶養料

の取立に関する条約案であった。これらのうち、扶養判決執行条約案に

ついては、たとえば、扶養権利者が自分の居住国で訴訟を提起しでも、

被告である扶養義務者が外国にいる場合は、そもそも裁判管轄が否定さ

れるであろうし、仮に裁判管轄が肯定されたとしても、そのような判決

は扶養義務者の居住国で承認されないであろう、という疑問が提起され

た。一方、扶養料取立条約案でも、扶養権利者は自分の居住国で訴訟を

提起するが、事件は扶養義務者の居住国の裁判所に移送されて、扶養義

務者の居住国の裁判所が判決を下すというシステムを採用していた140

結局のところ、扶養判決の承認執行条約案は、二国間条約のモデルと

しては使えるが、多数国間条約としては困難であるとして15 経済社会

13ユニドロワ設立の経緯については、奥田安弘「私法分野における組織的国

際協力」国際法学会編『日本と国際法の100年・第8巻国際機構と国際協力J
(2001年・三省堂)265頁以下参照。

14かようなシステムは、米国の各州、|問の扶養料取立手続を定めた1950年の統

一モデル法にならったものであった。後述皿の 1参照。

15その後、ハーグ国際私法条約として、 1958年には、子に対する扶養判決の

承認執行条約が成立し、また1973年には、一般的な扶養判決の承認執行条約が

成立しているので、国連経済社会理事会の予測は外れたと思われるかもしれな

い。しかし、これらの承認執行条約は、ヨーロッパ諸国を中心として、 10数か

国から20か国足らずが締約国になっているにすぎない。これに対して、国連条

約の締約国は、 50か国以上であり、その地理的範囲は全世界に及んでいる。

~ti去53(5 ・ 424)1602



外国における扶養料取立システムの構築

理事会は、むしろ扶養料取立条約案の採択を目指すことにした。ただし、

事件の国際的な移送は、やはり無理があるので、行政レベルでの協力関

係を構築することにした。すなわち、扶養権利者の居住国の行政機関が

申立を受け、それを扶養義務者の居住国の行政機関に伝達するという方

向で、条約案が再度練り直された。そして、 1956年にニューヨークで外

交会議が開催され16、「外国における扶養料の取立に関する条約」が採択

されたのである 17。この条約は、翌1957年に発効し18、現在では、前述の

ように、 50か国以上が締約国となっている 190

このように扶養料取立条約が成功したのは、当時の時代背景を考えれ

ば、容易に理解できるところであろう。 1959年にこの条約を批准した

ドイツの場合、議会における政府の提案理白書は、次のように述べてい

る20。すなわち、 ドイツは当時、イタリアやスイスなどとの間で判決の

相互の承認執行に関する条約を締結していたが、かようなこ国間条約は、

まだ数が少ないうえ、扶養権利者と扶養義務者が相異なる国にいる場合

は、前述の裁判管轄上の問題から、判決執行条約は何の助けにもならな

かった。そこで扶養義務者の居住国での取立を容易にする方法が求めら

れていたところ、 2回の世界大戦による国外移住者や難民の増加に伴い、

家族が相異なる固に住むケースが増えたこと、軍人や軍属が駐留地に非

嫡出子を残して帰国するケースが増えたことによって、かような扶養料

取立条約に対する需要は高まっていた、というのである。

2.条約の概要

扶養料取立条約の細かな解釈論に入る前に、条約の全体構造を見てお

16外交会議には、わが国を含め32か国が参加したが、わが国は、署名さえも

しなかった。この点は、後述Wのように、きわめて疑問に思われる。なお、さ

らに9か国および24の国際機関がオブザーパーを派遣した。

17外交会議において、 15か国が署名し、さらに署名のために開放された期限

(1956年末)までに、 11か国が署名した。

18正確に言えば、イスラエルおよびグアテマラの批准およびモロッコの加入

によって、 1957年5月25日に発効した。

19締約国の一覧については、 BergmannIFerid，Internationales Ehe-und Kindsιhafts-

r巴cht(Loseblatt)， Internationale Abkommen， E. 1， S. 68ι， Note 3. 

20 Denkschrift， a.a.O.， Fn. 12， S. 37. 
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くことにしたい。

第 lに、この条約は、ある締約国の領域内に扶養権利者がいて、かっ

扶養義務者が別の締約国の管轄に服している場合に、両国間の扶養料の

取立を容易にすることを目的とする(1条 l項前段)。この規定は、条

約の事項的および場所的適用範囲を定めている。すなわち、いかなる権

利に条約が適用されるのかという問題、およびいかなる関連が締約固と

の間に存する場合に条約が適用されるのかという問題が扱われており、

そこには様々な解釈上の疑義が生じうる。

第2に、各締約国は、扶養権利者からの申立を受ける「伝達機関j

(Transmitting Agencies)、および扶養義務者からの取立を実施する「受

任機関J(Receiving Agency) を指定して21、国連事務総長に通知してお

く (2条)。ここでは、各締約国がどのような伝達機関および受任機関

を指定しているのか、という点を中心に見ておく。

第3に、扶養権利者は、自国の伝達機関に申立をすれば、この伝達機

関が申立を審査したうえで、受任機関に必要書類を送付する (3 条~5

条)。これらの規定は、扶養権利者の申立方法および伝達機関の審査を

規定しているが、とりわけ審査の程度について若干の疑義が生じうる。

第4に、申立の送付を受けた受任機関は、裁判手続を含め、扶養料の

取立に必要なすべての措置をとる義務を負う(6条)。この規定は、受

任機関の任務を定めているが、具体的な任務の実施方法および現実の運

用などを可能な限り明らかにしたい。

以上のように、伝達機関と受任機関が協力しあって、扶養料の取立を

おこなう、これが条約の基本的なコンセプトである。以下では、条約の

解釈および運用の実態について、ドイツの学説および実務を中心に見て

いくことにする。

なおドイツは、この扶養料取立条約の批准を承認するために、 1959年

21川上・前掲注 (10)および国際法学会・前掲注 (10)では、「仲介機関」と

いう訳語が用いられているが、これは、フランス語の正文の“Institutioninter-

mediaire"という用語によったのであろう。しかし、本稿では、むしろ英語の

正文にもとづき、「受任機関j と翻訳した。ちなみに、 ドイツの公定訳

(BGB¥. 195911151)でも、“Empfangsstelle"とされている。
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2月26日の法律を制定し22、さらに実務上の運用を統一するために、

1965年2月 1日の通達を発しているので23、これらを「承認法Jおよび

「統一指針Jとして引用することにしたい。

3.条約の適用範囲

条約 l条1項前段は、次のように規定している。「この条約は、ある

者(以下では権利者という)がある締約国の領域内に所在し、他の者(以

下では義務者という)が他の締約国の管轄に服するとき、前者が後者に

対して有すると主張する扶養請求権の取立を容易にすることを目的とす

るj。この規定の見出しは、フランス語の正文では、「条約の目的 (Objet

de la Convention) Jとなっているが、英語の正文では、「条約の範囲
(Scope of the Convention) Jとなっているように、条約の事項的および

場所的適用範囲を定めている。

まず条約の事項的適用範囲、すなわち、いかなる種類の扶養料の取立

に条約が適用されるのか、という問題が生じる。条約 l条 l項前段の文

言上は、単に「扶養請求権 (m訂ntenance)Jとされているだけであるが、

一般に「契約扶養Jは含まず、「法定扶養Jだけを含むと解されている240

具体的な扶養の内容は、条約自体には定められていないので、結局の

22 Gesetz zu dem ub巴reinkommenvom 20. Juni 1956 uber die Geitendmachung von 

Unterhaitsanspruchen im Aus1and， vom 26. Februar 1959， BGB1. 1959 II 149.この法

律は、後述4のように、 1971年に改正されている。 Gesetzzur Anderung des Ge-

setzes zu dem Ubereinkommen vom 20. Juni 1956 uber die Ge1tendmachung von 

Unterha1tsanspruchen im Ausland， vom 4. Marz 1971， BGB1. 1971 II 105.資料2およ

び3において、筆者の翻訳を掲載した。

23 Bekanntmachung uber di巴Ge1tendmachungvon Unterha1tsanspruchen im Ausland， 

vom 1. Februar 1965.資料4において、 BりhmerlSiehr，Das gesamte Fami1ienrecht -

Das intemationa1e Recht (Loseb1att)， 2. Lfg. (Nov. 1980)， 8.6 Richt1.に転載された統

一指針の筆者の翻訳を掲載した。

24 Jan Kropholler， UN-Ubereinkommen vom 20. 6. 1956 uber die Geitendmachung 

von Unterhaltsanspruchen im Ausland， in: Staudinger BGB， 13. Aufl.， 1996， Anh. 111 

zu Art. 18 EGBGB， Rn. 235; BりhmerlSiehr(Bりhmer)，a.a.O.， Fn. 23， 8.6 Einf.， S. 6; 

Bulow/Bりckstiegel(Bu1ow-Mecke)， a.a.O.， Fn. 12， S. 794-12， Note 33. 
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ところ、取立国の国際私法が指定する準拠法によって定められる250

1956年の「子に対する扶養義務の準拠法に関するハーグ条約」ないし

1973年の「扶養義務の準拠法に関するハーグ条約Jの締約国が取立国と

なる場合は、これらの条約が指定する準拠法、すなわち原則として扶養

権利者の常居所地法によるお。

誰が扶養権利者になるのかという問題も、取立国の国際私法が指定す

る準拠法によるが、一般的には、嫡出子および非嫡出子(実子)ならび

に養子、さらには別居ないし離婚した配偶者が権利者となりうる27。争

いの余地があるのは、扶養権利者に給付をおこなった公的機関などが、

扶養義務者から費用の償還を受ける権利にも、この条約の適用があるか

否かである280

この点については、一般に償還請求権者は、条約にいう「権利者

(claimant) Jに含まれないと解されている29。その理由としては、条約

の文言、とりわけ条約 I条 l項前段において、ある者 (person)の扶養

料の取立を容易にすることが条約の目的とされている点、および条約の

前文において、扶養を必要とする「人道上の問題(humanitarianproblem) J 

の解決が急がれていることが考慮されている点、ならびに条約の成立経

25 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 235. 

26わが国およびドイツは、これらの条約を両方とも批准している。なお、扶

養義務の準拠法に関するハーグ条約については、わが国は[扶養義務の準拠法

に関する法律jにおいて、またドイツは EGBGB18条において、その内容を取

り入れているが、このように条約の内容を摂取した国内法と元の条約との関係

については、奥田安弘「国際私法立法における条約の受容j北大法学論集41巻

2号l頁(同『国際取引法の理論.1(1992年・有斐閣)126頁以下所収)参照。

27 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 236.外交会議では、日本の代表から、離婚配偶

者を含むことに対する疑問が提起されたが、これも、取立国の国際私法によっ

て指定された準拠法によるべき問題である。 Bu1owIBockstiege1(Bulow-Mecke)， 

a.a.O.， Fn. 12， S. 794-12， Note 34 

28ちなみに、 1973年の扶養義務の準拠法に関するハーグ条約 9条は、公的機

関の償還請求権について、当該機関の従属法による旨を定めている。わが国の

扶養義務の準拠法に関する法律5条も参照。

29 BohmerlSiehr (Bりhmer)，a.a.O.， Fn. 23， 8.6 Einf.， S. 6; BulowlBockstiegel (Bulow-

Mecke)， a.a.O.， Fn. 12， S. 794-12， Note 33. 
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緯において、償還請求権の問題が取り扱われなかった点が挙げられてい

る。すなわち、かような条約の文言によれば、条約の適用対象は、自然

人のみであり、法人は含まれない、という解釈が導き出される300

これに対して、 Brucknerは、かような条約の成立経緯は明確でない点、

公的機関の給付は補助的なものにすぎず、扶養義務者に対する扶養権利

者の請求の必要性を消滅させるものではない点などを挙げて、必ずしも

償還請求権者が条約の対象から除外されるわけではないと主張するが31、

ドイツやオーストリアの実務では、償還請求権者は条約の適用対象にな

らないと解されており、償還請求権に関する申立が他国から送付されて

きても、受任は拒否されるとのことである320

このように柔軟な解釈が不可能である場合、 Pelichetによれば、結局

のところ、公的機関は、償還請求権者としてではなく、扶養権利者の代

理人として、扶養料を取り立てることになるであろう。現に実務では、

かような解決方法が広くとられているとのことである330

つぎに条約の場所的適用範囲、すなわち、いかなる場所的牽連関係が

締約国との間にある事案について条約が適用されるのか、という問題が

生じる。条約 l条l項前段の丈言上は、まず権利者がある締約国の領域

内に「所在」していることが要件とされているが、その意味するところ

は明らかでない。

Krophollerは、いかなる国にも常居所を有しない者については、単な

る居所で足りるが、「単なる訪問的な居所 (einbloser besuchsweiser Auf-

30かような解釈に疑問を提起しつつも、 MichelPelichet， Note sur le fonctionnem-

ent des Conventions de La Haye relatives aux obligations alimentaires et de la 

Convention de New Y ork du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments a 

l'etranger， dans: Actes et documents de la Dix-huitieme session， 30 septembre au 19 

octobre 1996， t. 1， Mati島resdi verses， 1999，日。118;Marco Zingaro， Die Arbeit mit dem 

New Yorker-Ubereinkommen vom 20. Juni 1956， in: Yvo HangartnerlPaul Volken 

(Hrsg.)， Alimenteninkasso im Ausland: Die Schaffung und Vollstreckung schwei-

zerischer Unterhaltstitel， 1989， S. 36 f.; Bettina Bruckner， Unterhaltsregress im 

intemationalen Privat-und Verfahrensrecht， 1994， S. 178 f. 

31 Bruckner， a.a.O.， Fn. 30， S. 179. 

32 Bruckner， a.a.O.， Fn. 30， S. 179; PeIichet， op. cit.， n. 30， n
O 

118. 

お Pelichet，op. cit.， n. 30， n
O 

119. 
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enthalt) Jは、手続の長さを考えれば、一般に十分とは言えないとする340

Bぬm巴rも、単なる訪問的滞在については、いまだ締約国に条約上の義

務を生じさせるには足りないとするが、条約 l条l項前段は「所在」を

要件としているのであるから、必ずしも常居所が要求されているわけで

なく、常居所に次ぐ副次的な居所 (Nebenaufenthalt)でも足りるとする35。

一方、義務者の側は、他の締約国の管轄(jurisdiction) に服している

ことが要件とされている。ただし、条約自体は、管轄規則を定めていな

いのであるから、各締約国の法によって、管轄の有無が判断されること

になる360

これに関連して、スイスの Zingaroは、次のような例を挙げている。

あるオースリア国籍の義務者がスイスとの国境近くのオーストリア領に

住んでいたが、職場はスイス領にあった。彼の非嫡出子がオーストリア

領に住んでいる場合、この条約にもとづく扶養料の取立として、彼のス

イスの職場の給料を差し押さえることができるか、という問題が生じた

とする。この点について、スイスの「債務取立および破産に関する法律J

271条4号は、スイスに住所を有しない債務者の財産の差押を認めてい

るのであるから、この扶養義務者はスイスの管轄に服しており、条約の

適用を受けるとしている37。

4.伝達・受任機関の指定

条約2条は、各締約国が伝達機関および受任機関を指定する義務、な

らびに指定およびその変更について、国連事務総長に通知する義務を定

34 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 237.ただし、Krophollerによれば、伝達機関お

よび受任機関は、権利者の常居所ないし居所を調査する義務を条約上負ってい

ないとされる。たしかに条約4条および6条などの丈言上は、調査義務が規定

されていないが、一般に、条約の適用要件を満たしているか否かは、条約を実

施する機関が確認する義務を負っているのではないだろうか。

35 Bりhmer/Siehr(Bohmer)， a.a.O.， Fn. 23， 8.6 Einf.， S. 7. 

36 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 238. Bulow!Bりckstiegel(Bulow-Mecke)， a.a.O.， Fn. 

12， S. 794-12， Note 36. 

37 Zing訂 0，a.a.O.， Fn. 30， S. 39. Pelichetは、この例を引用しながらも、ほとんど

の国は、被告の住所地主義を採用しているので、かかる結果を受け入れがたい

のではないか、と懸念している。 Pelichet，op. cit.， n. 30， n
O 
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めている。

イ云達機関について、条約2条1項は、複数の機関の指定を認めている

が、行政機関または司法機関に限定している。具体的には、法務省、検

察庁、外務省、内務省などの行政機関または裁判所を指定する例が多く

みられる38。

これに対して、受任機関について、条約2条2項は、 lつの機関の指

定のみを認めているが、不統一法国は、それぞれの法域ごとに独自の機

関を指定することがある。たとえば、英国は、イングランド・ウエール

ズ、スコットランド、北アイルランド、それぞれについて独自の機関を

指定しているし、オランダは、オランダ領アンテイル諸島について、独

自の機関を指定している。また条約2条2項は、受任機関として、私的

機関 (privatebody)の指定も認めており、たとえば、パキスタンは、カ

ラチ州以外については、「パキスタン赤十字社jを指定している390

仲介機関と受任機関は、同ーの機関を指定する例が多いが、上記のよ

うに、もともと数の制限および性質(公的機関か私的機関か)の違いが

あるため、異なる機関を指定する例も多く見られる。たとえば、ドイツ

は、伝達機関としては、州司法行政局 (Landesjustizverwaltungen) を指

定しているが、受任機関としては、連邦行政庁 (Bund巴sverwa1tungsamt)

を指定している。

ドイツは、 1959年の条約批准当初は、受任機関として連邦法務大臣

(Bundesminister der Justiz) を指定していたが40、1971年に受任機関の指

定を変更した。その背景としては、予想以上に条約の締約国が増えたこ

と、および外国人労働者の数が増えたことにより、受任機関としての仕

事が急増し、法務省の職員の半分以上をこれに充てなければならなかっ

た、という事情がある。そこで、連邦行政庁を代わりに受任機関にした

38 BりhmerlSiehr(Bohmer)， a.a.O.， Fn. 23， 8.6 Einf.， S. 14 ff.に挙げられたリストに

よった。

39同上およびKrophol1er，a.a.O.， Fn. 24， Rn. 244.なお中華民国は、弁護士公会を

指定しているが、これも私的機関である。

40前述注22の承認法2条2項参照。
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のである410

一方、伝達機関については、ドイツの1959年の承認法2条l項は、州

政府の指定した機関がその任務をおこなうと定めており、統一指針Bの

l項がこれを州司法行政局と定めている。もちろん、国連事務総長に対

しては、「州政府の指定した機関Jではなく、「州司法行政局Jを伝達機
関として通知している。ただし、申立の受付については、承認法3条は、

区裁判所にその任務を負わせている。この点については、後述5におい

て、詳しく取り上げたい。

5.伝達機関への申立

条約3条1項によれば、扶養権利者は、自らが所在する締約国の伝達

機関に申立をすることができる。ここでは、条約 l条の適用範囲規定に

したがい、「所在地」が基準とされているが、その意味については、前

述3のとおり、争いの余地がある。また「伝達機関jとは、条約2条に

より国連事務総長に通知された伝達機関を指しているから、ドイツにつ

いては、前述4のとおり、州司法行政局である。

ただし、受付の窓口は、必ずしも伝達機関である必要はなく、国内法

により、別の機関を指定することも可能である、と解されている42。現

にドイツの承認法3条は、区裁判所 (Amtsgericht) を受付の窓口として

し、る。

この点について、政府の法案理由書は、申立書の提出を容易にするた

めであるとする。すなわち、権利者は、審査を受けるために、遠く離れ

た州司法行政局に出向くことを強制されるべきではない。そこで承認法

3条1項前段により、権利者は、その常居所地を管轄する区裁判所にお

いて、扶養料取立の申立をすることができる (kann)、とされたのであ

る。これに対して、権利者が後見に服している場合は、同項後段により、

後見を管轄する区裁判所において、申立をしなければならない (sol1)。

その結果、後見を管轄する裁判所に保管されている書類がそのまま利用

41 BegTUndung zum Entwurf des Gesetzes zur Anderung des Gesetzes zu dem Uber-

einkommen vom 20. Juni 1956 uber die Geltendmachung von UnterhaltsanspTUchen im 

Ausland， BT-Drucks. VII1352， S. 3. 

42 Bohmer/Siehr (Bohmer)， a.a.O.， Fn. 23， 8.6 A口.2，S. 13. 
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できる、というのである430

これらの規定をみれば分かるように、権利者が後見に服していない場

合は、申立を区裁判所にするか、それとも直接、州司法行政局にするか

は自由であり、区裁判所への申立が強制されているわけではない。しか

し、統一指針BのIの1によれば、申立書は、権利者が後見に服してい

るか否かを問bず、それぞ、れ所定の区裁判所に提出しなければならない

(soll) とされている。

Kropholler によれば、区裁判所は、伝達機関ではなく、単に州司法行

政局の「手足 (verl証ngerteArrn) Jにすぎないこと、および統一指針は「し

なければならない (soll)Jと規定しているが、承認法3条 1項前段は「で
きる (kann)Jと規定していることから、単なる行政規定が区裁判所へ
の申立を強制できるわけでない、と解されている44。この点は、政府の

提案理由からも明らかであろう 450

つぎに条約3条2項によれば、各締約国は、他の締約固からの申立に

対し、自国法により定められた扶養請求権の証明方法などを国連事務総

長に通知しなければならない。ここでは、とりわけ訳文の添付が問題と

なる。

条約は、申立に使用する言語について規定しておらず、現実にオラン

ダ以外のすべての締約国が書類の翻訳を要求している、とのことであ

る46。たしかに取立手続の遅延を防ぐためには、取立国の言語による訳

43 Begrundung zum Entwurf eines Gesetzes zu dem Ubereinkommen uber die 

Geltendmachung von Unterhaltsanspruchen im Ausland， BT-Drucks. 425158， S. 3. 

44 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 245.同じく区裁判所への申立を義務的でないと

するものとして、 BohmerlSiehr(Bohmer)， a.a.O.， Fn. 23， 8.6 Art. 2， S. 13. 

45これに対して、権利者が後見に服している場合は、区裁判所への申立が義

務的とされており、その理由としては、区裁判所に保管されている書類の利用

が挙げられているが、この点は、伝達機関への申立を認めた条約3条1項に反

すると解する余地がある。しかし、条約の趣旨は、権利者が自らの所在地図に

おいて申立をすることを保障する点にあるとすれば、必ずしも条約違反である

と断定することはできないように思われる。

46 Ansgar M訂x，Wege zur ReaIisierung von Kindesunterhalt in Europa， NDV 1993， S. 

375; Pelichet， op. cit.， n. 30， n
O 

121; Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 252. 
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文の添付が望ましいとも言えるが'47、その結果、高額の翻訳費用が実務

上問題になっている、との指摘もある480

また Pelichetは、翻訳の範囲について問題提起をしている。たとえば、

被告の扶養義務を認めた離婚判決が下された場合、判決の全文の翻訳が

必要であるのか、それとも扶養義務に関する箇所の翻訳のみで足りるの

か、という問題が生じる。扶養判決の承認執行に関する1973年のハーグ

条約17条などは、全文の翻訳を要求しているが、 Pelichetは、むしろ必

要箇所に限定することが条約の運用をスムーズにすると主張する490

さらに、条約3条3項は、添付資料として、とりわけ受任機関に代理

権を付与する旨の書面、および当事者の写真などを要求している。もち

ろん、その他に関係する資料があれば、すべて添付しなければならない。

また同条4項は、申立書の記載事項として、とくに重要なものを列挙

している。とりわけ義務者については、最低限必要な情報として、その

姓名が要求されているだけであり、住所・生年月日・国籍・職業などは、

「権利者が知る限りでJ記載すればよいことになっているO

もちろん、その結果、義務者の所在が判明しないこともあろうが、後

述7のように、受任機関は扶養料の取立に必要なすべての措置をとる義

務を負っているのであり、姓名以外の情報が記載されていないからと

いって、その義務を免れるわけで、ないことは当然である。

なお、統一指針BのIの2から 6までは、申立書の記載事項および添

付資料を詳細に規定しているが、条約3条4項柱書により、伝達機関は、

「受任機関の国の法律上の要件を満たすために、す〈ての合理的な手段

47 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 252. 

48 Marx， a.a.O.， Fn. 46， S. 375; Pelichet， op. cit.， n. 30， n
O 

121; Horst Klinkhardt， 

Einige Erfahrungen mit der Geltendmachung der Unterha1tsanspruche nicht巴helicher

Kinder im Ausland， ZfJ 1984， S. 165. Pelichetは、条約9条によれば、かかる翻訳

費用は、伝達機関の負担になるという。しかし、条約9条3項は、伝達機関の

サービスについて、手数料を徴収しない旨の規定であるから、むしろ訳文の添

付およびその費用は、原則として扶養権利者が負担し、後に扶養義務者から費

用の償還を受けるのではないかと思われる。統一指針BのIの6参照。 See

also Peter Schlosser， Jurisdiction and International Judicial and Administrative 

Co-operation， Recueil des Cours 2000， t. 284， p. 289. 

49 Pelichet， op. cit.， n. 30，目。121.
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をとらなければならないjとされており、以下の各号は、かかる法律上

の要件以外に必要とされる記載事項を定めているにすぎない。したがっ

て、これらの問題について、まず適用されるべきであるのは、受任機関

の国の法であることに留意する必要がある500

6.文書の送付

条約4条l項および2項によれば、伝達機関は、申立の方式を審査す

べきであるが、実質的内容を審査すべきでないことが分かる。すなわち、

同条 l項は、扶養請求に法的根拠があるか否かにかかわりなく、申立の

文書が伝達機関から受任機関に送付されるべきであると定めている。た

だし、「申立が無謀であると判断した場合jは、この限りでない510

これに関連して、Krophollerは、すでに条約 l条 l項において、権利

者が請求権を「有すると主張する(c1aimsto be entitledlerheben zu konnen 

glaubt) Jことが条約の適用要件である点を指摘する。すなわち、かかる

条約の文言は、伝達機関および受任機関の双方に対し、「請求に根拠が

あるか否かの審査 (Schlussigkeitsprufung)Jを不要にする、というので
ある。これに対して、統一指針BのEの1項によれば、区裁判所の裁判

官は、取立国の国際私法が指定する準拠法上、取立に「成功の見込みが

十分にあると思われる (aussichtsreicherscheint) Jか否かを審査すべきで

あるとされており、 Krophollerは、これを批判する520

もっとも、統一指針BのEの4項が明らかにしているように、区裁判

所は、申立を却下する権限までは与えられていないのであるから、「無

謀であり、説得にもかかわらず維持された申立書」は、直ちに州司法行

50 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 250. 

51この箇所は、フランス語の正文では、“主moins qu'elle ne considとrela demande 

comme temerair巴"となっているが、英語の正文では、“unlesssatisfied that the 

application is not made in good faith"となっている。ここでは、フランス語の正

文のほうによった。ちなみに、 ドイツの公定訳では、“essei denn， das sie zu der 

Uberzeugung gelangt， das Gesuch sei mutwillig gestellt"となっている。

52 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 239.この点については、後述Eの3のように、

ドイツ政府は、申立の審査を厳格にすることにより、外国への送付費用の節約

を図ったものと推測される。
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政局に送付されることになる。そして、州司法行政局により「無謀であ

るJと判断された場合に、初めて申立が却下されることになる53。

つぎに条約4条2項は、伝達機闘が権利者の国の法、すなわち伝達機

関自体の所属する国の法により、文書が方式要件を満たしていることを

確認する義務を負わせている。さらに前述5のように、伝達機関は、条

約3条4項により、受任機関の所属国法の方式要件を満たしていること

も、確認する義務を負っているのであるから、結局のところ、両方の国

の法により、申立の方式を審査すべきことになる54。

条約4条2項の文言上は、確認義務だけが定められており、権利者が

伝達機関の補正要求に応じない場合に、どのような法的効力が生じるの

かは明らかでないが、Krophol1erは、方式の暇痕が重大である場合は、

申立を却下することができると解している550

以上のように、申立が却下されるのは、「無謀で、あるj場合および方

式の暇庇が重大である場合の2つのケースが考えられるだけであるが、

Krophollerによれば、かような申立の却下は、行政行為であるから、裁

判所構成法施行法 (EGGVG)23条以下により、異議申立をすることが

できる56。

日Kropholler，a.a.O.も、この統一指針BのEの4項を引用して、単に「根拠が

ないjことだけを理由として却下されることはないとするが、これを統一指針

と条約の優劣の問題と捉えているようである。しかし、これは、区裁判所と州

司法行政局の権限の違いと捉えるべきであると思われる。

54 Denkschrift， a.a.O.， Fn. 12， S. 39; Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 254. 

55 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 255. 

56 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 253.なお、Krophollerは、それに続けて、申立

は伝達機関を経由しないで、直接、受任機関に送付することもできるのである

から、この点は、実務上重要でないと述べて、 Klinkhardt，a.a.O.， Fn. 48， S.165 

を引用している。しかし、 Klinkhardtは、「条約によらなくても、タト国のどの

機関に申立ができるのかを知っている者は、もはや国連条約の手続による理由

がない」と述べているのであるから、権利者が自分で外国の機関に申立をした

場合は、むしろ条約の適用がないと解される。筆者は、この点をKropholler教

授に指摘したところ、 2003年に予定されている改訂版では、この箇所を書き直

すとの回答を得た。なお、 BりhmerlSiehr(Bohmer)， a.a.O.， Fn. 23， 8.6 Einf.， S. 8は、

条約3条l項により、権利者は自らの所在地国の伝達機関に申立をすることが

「できる」とされているだけであることを理由として、同様に受任機関への直
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さらに条約4条3項によれば、伝達機関は、受任機関に対し、請求権

に根拠があるか否か (meritsof the case) に関する意見を伝え、かつ訴訟

救助および費用免除を権利者に与えるよう勧告する権限を与えられてい

る。これらの意見表明および勧告は、もちろん伝達機関の義務ではない

し、また受任機関を拘束するものでもない57。これに対して、米国方式

にもとづく外国扶養請求権法は、訴訟救助について、異なった規定を設

けている(後述Eの4参照)。

ところで、条約4条l項に関連して述べたように、統一指針は、区裁

判所による審査を定めている。すなわち、区裁判所は、単なる受付(書

類の受領)をおこなうだけではない。

具体的には、まず統一指針BのHにより、区裁判所の裁判官が申立の

方式および取立成功の見込みを審査し、不備がある場合は補正をさせる。

さらに裁判官は、取立国の国際私法により指定された準拠法の内容が不

明である場合を除き、取立成功の見込みに関する意見書を作成しなけれ

ばならない。そして、申立が無謀である場合は、申立書を直ちに州司法

行政局に送付するが、そうでなければ、民事司法共助規則 (ZRHO) 9 

条2項により設置された審査機関にこれを送付する。

つぎに統一指針BのEにより、審査機関は、申立が国連条約およびそ

の他の関連条約に違反していないか否かを審査し、不備がある場合は補

正をさせる。そして、申立は、この審査を経た後、初めて州司法行政局

に送付される O

かような審査は、たしかに区裁判所を受付機関とした趣旨(前述5) 

に合致しているであろう。すなわち、審査の結果、申立に不備があれば、

補正をさせるために、権利者を呼び出すことになる。仮に州司法行政局

が唯一の審査機関であるとしたら、権利者は、遠く離れた州司法行政局

に出向かなければならない。それよりも、権利者にとっては、自らの常

居所地を管轄する区裁判所で審査を受けるほうが容易であろう。区裁判

所における審査は、おおよそ以上のような理由によって定められたもの

接申立を認めているが、条約(とりわけ1条1項後段)の趣旨からみて、やは

りこの場合は、条約の適用がないと解される。

57 Vgl. Denkschrift， a.a.O.， Fn. 12， S. 39; Bu1ow!Bりckstiege1(Bulow-Mecke)， a.a.O.， 

Fn. 12， S. 794-19， Note 64; Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 256 f. 
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と思われる。

吾b.号、4
E岡 田己

しかし、かような区裁判所の審査に対しては、実務界から疑問の声が

挙がっている。すなわち、 Marxは、ドイツにおける国連条約の実施状

況に関する論文において、区裁判所がかような渉外事案を避ける傾向に

あると指摘する。現に、 1992年の 1年間に、わずか45件の申立しか外国

の受任機関に送付されなかった、というのである。そこで、 Marxは、

申立の受付の分権化をやめて、中央当局を設けることにより、それに従

事する職員の質を向上させるべきである、と主張する580

かような Marxの見解は、後述8のように、連邦行政庁が受任機関と

して毎年多数の事件を処理している実態と比較すれば、首肯できないで

はない。しかし、後述皿の3のように、外国扶養請求権法では、連邦検

事総長が中央当局となっているが、外国への申立の受付および審査は、

区裁判所の管轄となっており、やはり外国からの申立よりも、かなり件

数が少ない実態が明らかとなっている。したがって、国連条約の伝達機

関を州の機関から連邦の機関に変更したからといって、事態が好転する

見込みは少ないであろう。

問題は、伝達機関としての州司法行政局ではなく、むしろ Marx自身

が指摘するように、受付の窓口としての区裁判所にあるのだから、その

点を改善する必要がある。すなわち、統一指針によれば、区裁判所の裁

判官は、申立の方式および成功の見込みを審査し、成功の見込みについ

ては、意見書を作成しなければならない。しかも方式については、自国

法だけでなく取立国の法により、また成功の見込みについても、取立国

の国際私法を適用しなければならない。かような外国法の適用は、区裁

判所にとって大きな負担であろう。むしろ区裁判所の審査は、事実関係

の確認などにとどめ、区裁判所の負担を軽減することが問題解決の道で

はないかと思われる590

58 Marx， a.a.O.， Fn. 46， S. 375. 

59筆者は、おおむね以上のような趣旨の意見をKrophoIIer教授に伝えたとこ

ろ、その賛同を得ることができた。なお、Klinkhardtも、かような統一指針に

定められた慎重すぎる審査手続を批判している。 Klinkhardt，a.a.O.， Fn. 48， S. 

165. 
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7.判決などの送付

続いて、条約5条は、判決およびその他の裁判文書の送付を規定して

いる。すなわち、伝達機関は、権利者の要請があった場合は、締約国の

裁判所の判決またはその他の裁判文書などを送付しなければならない

(1項)。これらの判決および裁判文書は、条約3条の文書に代えて送

ることもできるし、また一緒に送るこ左もできる (2項)。受任機関は、

これらの判決または裁判文書の執行または登録をすることもできるし、

新たに訴訟を提起することもできる (3項)。

まず条約5条l項は、「いずれかの締約国の管轄裁判所において権利

者が取得したj判決の送付を規定しているのであるから、その判決は、

必ずしも伝達機関の所属する国の判決であるとは限らない。すなわち、

他の締約固において下された判決についても、権利者の要請があった場

合は、送付義務を負っている60。

さらにKrophollerによれば、伝達機関によって送付されるべき判決は、

必ずしも締約国の裁判所において下された判決であることを要しないと

解される61。たしかに条約5条l項は、「締約国の管轄裁判所において権

利者が取得したJ判決の送付だけを規定しているが、非締約国の判決で

あっても、締約固において承認される場合は、その送付を認めることが

条約の趣旨および目的にかなうことになるであろう 620

なお条約は、判決などの承認執行要件については、何も規定していな

いが、米国方式にもとづく外国扶養請求権法は、これを規定しており、

承認要件を緩和している(後述皿の4参照)。

8.受任機関の任務

条約6条は、受任機関の任務を定めている。すなわち、同条1項によ

り、受任機関は、権利者の代理人として、「扶養料の取立に必要なすべ

ての措置jをとる義務を負う。具体的には、まず和解の道が探られ、さ

60外交会議の見解によれば、締約国の判決であれば、伝達機関がその効力な

どを判断できると期待される。 Denkschrift，a.a.O.， Fn. 12， S. 40. 

61 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 258 

62 Kropholler， a.a.O.は、理由を述べていないが、筆者が本文のような解釈を

Kropholler教授に述べたところ、同意が得られた。
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らに必要があれば、訴訟を提起したり、判決などの執行がなされる。

この規定から分かるように、受任機関は、自らの名で行為するのでは

なく、あくまでも代理人として行為するだけである。これは、条約3条

3項により、権利者が代理権付与の義務を負っていることからも分かる

であろう 630

また、扶養料の取立方法としては、まず和解の道が探られるべきであっ

て、訴訟は最後の手段と考えられているへそれは、条約6条I項後段

が「必要があれば」という文言を挿入していることから分かる。さらに

Pelichetは、家族の遺棄による刑事告訴も挙げている65。

しかし、これらの取立方法を実施するためには、まず義務者の住所や

財産の所在地を知らなければならない。条約3条4項は、義務者の姓名

のみを申立書の必要記載事項としており、住所・生年月日・国籍・職業

などは、「権利者が知る限りでj記載すればよいとしている(前述5参

照)。したがって、義務者の住所や財産の所在地が申立書に記載されて

おらず、伝達機関からも十分な情報が得られない場合は、受任機関は、

自ら調査をおこなうか、または自国の関連機関の援助を仰ぐことにな

る660

つぎに条約6条2項により、受任機関は、伝達機関に対し報告義務を

負う。取立の見込みがなくなり、受任機関が事件の処理を停止した場合

は、その旨および理由を伝え、文書を返却しなければならない。

さらに条約6条3項によれば、訴訟などにおいて適用されるべき準拠

法は、取立国の国際私法によるとされているが、これは、当然のことを

定めたにすぎない67。

ドイツについては、受任機関は、前述4のように、連邦行政庁が指定

されている。そして、伝達機関としての州司法行政局ないし受付機関と

しての区裁判所とは異なり、ドイツの受任機関は、極めて良く機能して

いるようである。あまりに受任件数が多いため、受任機関を1971年に変

63 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 260; Denkschrift， a.a.O.， Fn. 12， S. 40. 

64 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 261; Denkschrift， a.a.O.， Fn. 12， S. 40. 

65 Pe1ichet， Op. cit.， n. 30， n 
098. 

66 Denkschrift， a.a.O.， Fn. 12， S. 40.統一指針Cの2も参照。

67 Kropholler， a.a.O.， Fn. 24， Rn. 231，263. 
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更したことは、前述4のとおりである。 Marxによれば、連邦行政庁は、

毎年約1200件の申立を処理しており、約80パーセントが取立に成功して

いる、とのことである680

9.条約の運用状況

ここで、白ドイツの学説および実務から一旦離れ、全世界的な観点から、

国連条約の運用状況を眺めることにしたい。なぜなら、この条約の締約

国は50か国以上であり、その地理的範囲も全世界に及んで、いるからであ

るO

この点については、 Pelichetがかなり包括的な報告をしている。ただ

し、情報源は、 ドイツ・オーストリア・スイス・北欧の受任機関などへ

のインタビューにもとづいているので69、ヨーロッパの視点に偏ってい

る点は否めない。その Pe1ichetの報告は、全世界を 3つのグループに分

けておこなわれている。

まずAグループは、アフリカ・南米・アジアの諸国である。これらの

国々では、条約は、機能を停止しているか、または一方的にのみ実施さ

れている。一方的というのは、これらの国々の権利者からの申立は、ヨー

ロッパ諸国において処理されているが、逆のケース、すなわち、ヨーロッ

パ諸国に住む権利者がAグループの固に住む義務者に対して扶養を請求

するケースは、見当たらないからである700

その理由としては、まず経済格差が挙げられる。たとえば、アフリカ

在住の義務者について、 ドイツやスイスで算定された扶養料は、月給の

全部とまでは言わなくても、半分には達するであろう。その結果、たと

え申立があったとしても、受任機関は、取立を実施しないであろう。ま

た、受任機関の組織上の問題があり、一般に担当者は l人であり、事実

68 Marx， a.a.O.， Fn. 46， S. 375. 

69 Pelichet， Op. cit.， n. 30， n
O 

106.これは、ハーグ国際私法会議の特別委員会への

報告書として作成されたものであるから、やむを得ないとも考えられるが、

1995年の提出時点において、すでにヨーロッパ以外の多数の諸国がハーグ国際

私法会議のメンバー固となっていたのであるから、これらの国々へのインタ

ピ、ユーもなされるべきであったと考えられる O

70 Pelichet， Op. cit.， n. 30， n
O 
109. 
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上職務能力を欠いていることが多い71。

さらに若干の国では、扶養義務の観念の違いがある。たとえば、非嫡

出子に対する扶養料の支払を父親に強制することが公序違反となる国が

ある。この公序違反の問題は、必ずしも裁判所で提起されるとは限らな

いが、つねに受任機関の行動を縛るであろう。また、義務者が義務を免

れるために、あらゆる手段を使ってくるので、受任機関の意欲が減退す

ることにもなる720

Bグループは、地中海沿岸諸国および東欧諸国である。これらの国々

では、条約が機能しているが、問題も多い。 Cグループとの関係では、

ここでも主に経済格差の問題がある73。しかし、さらに組織の問題があ

り、資金が不足していたり、義務者から扶養料を取り立てる権限のある

他の機関との連携が欠けていることなどの問題点がある。条約を実施す

るために必要な活動は、訴訟の提起や判決の執行だけではなく、義務者

の説得、催促、毎月の支払の確認など様々である。これらの活動を実施

するためには、強力な組織および権限の強化が必要で、あるが、それがB

グループには欠けている。しかし、チェコやルーマニアなど若干の国で

は、改善の兆しが見られる74。

Cグループは、その他のヨーロッパ諸国である。これらの国々では、

若干の問題はあるが、おおむね国連条約がよく機能している75。その理

由としては、これらの国々では、生活水準が高く比較的均等であること、

組織が充実していること、訴訟救助や翻訳費用などの問題がそれほど深

刻でないことが挙げられる760

さらに、実質上すべての国が扶養判決の承認執行に関するハーグ条約

71 Pelichet， Op. cit.， n. 30， n 
0 

110 

72 Pelichet， Op. cit.， n. 30， n 0 111. 

73 PeIichet， Op. cit.， n. 30， n 
0 

112. 

74 Pelichet， Op. cit.， n. 30， n
O 

113. Marxも、東欧諸国の問題点として、賃金水準

が低いことなどを挙げるが、その他に外国送金の困難を挙げている。また、た

しかにチェコでは、扶養判決の執行が可能となっているが、その金額は少ない

とのことである。 Marx，a.a.O.， Fn. 46， S. 377 

75 Pelichet， Op. cit.， n. 30， n
O 

114. 

76 Pelichet， Op. cit.， n. 30， n 
0 

115 
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の締約国になっており、そのため扶養料の取立が容易になっている。た

だし、若干の国では、伝達機関および受任機関がハーグ条約の存在を知

らないことがある。これは、ハーグ条約を管轄する機関とは別の機関が

国連条約を担当しているからであり、その結果、担当者は、取立にハー

グ条約を利用しないことがある770

最後に、 Pelichetは、国際社会事業団 (Service social intelτlationai)の

役割を高く評価している O 国際社会事業団は本部をジュネーブに置いて

いるが、 100か国以上に支部があり、そのネットワークの活用は、国連

条約の非締約国における取立の唯一の手段であるとともに、 Aグループ

およびBグループの諸国における取立を容易にしている780

m.外国扶養請求権法

1.立法経緯

前述Iのように、米国やカナダなどは、国連条約の締約国にはなって

いないが、独自の扶養料取立システムを構築している。しかし、もとも

と国連条約が扶養判決の承認執行ではなく取立方式を採用したのは、米

国の制度にならったものであった。すなわち、 Uniform Reciprocal En-

forcement of Support Act (URESA)と称する1950年の統一モデル法は、米

国の各州聞の扶養料取立手続を定めており、それにならったのが前述の

77 Pelichet， op. cit.， n. 30， n 0 116.なお Marxも、フランス・イタリア・オースト

リア・英国について、おおむね問題がないと報告しているが、これがドイツか

ら見たものであるとしたら、国連条約の手続によった結果よりも、むしろドイ

ツ後見協会がドイツ判決にもとづく取立を実施した結果であろう。現に前述6

のように、国連条約による申立は年間45件にすぎないが、ドイツ後見協会への

取立の依頼は、年間800件ないし1000件とのことである。 Marx，a.a.O.， Fn. 46， S. 

376 f. 

78 Pelichet， Op. cit.， n. 3D， n
O 

117.ただし、 Marxによれば、 ドイツ後見協会が多

数の国において訴訟代理権を認められているのに対して、国際社会事業団は、

かような代理権がないため、もっぱら外国支部との協力関係による任意的な支

払の働きかけに従事している、とのことである。 Marx，a.a.O.， Fn. 46， S. 376 

北法53(5・405)1583



論説

国連条約草案であった790

その後、この統一モデル法は1968年に改正され、外国国家も、この米

国独自の扶養料取立システムに参加できるようになった80。それによれ

ば、外国国家は、この改正統一モデル法と実質的に同様の立法 (sub-

stantially similar reciprocal law) を制定し、米国の各州との間で「相互の

保証を満たしていることの宣言Jをすれば、扶養料の取立について協力

しあう態勢ができあがる810 すなわち、条約を締結することなく、国連

79 Christof Bohmer， Das Aus1andsunterha1tsgesetz (AUG) vom 19. 12. 1986， IPRax 

1987， S. 139.ちなみに、この統一モデル法は、以下の州によって採択された。

アラパマ、アラスカ、コネチカット、デラウェア、コロンピア地区、フロリダ、

ジョージア、グアム、ハワイ、インディアナ、アイオワ、メリーランド、マサ

チューセッツ、ミシガン、ミネソ夕、ミシシッビー、ミズーリ、ニュージャー

ジ、ニューヨーク、オレゴン、プエルトリコ、ロードアイランド、サウスカロ

ライナ、サウスダコ夕、テネシー、テキサス、ユ夕、パージンアイランド、ワ

シントン。 A1bertBach， Zehn Jahre Aus1andsunterhaltsgesetz， FamRZ 1996， S. 1250， 

Note4. 

8日RevisedUnifonn RecipTOcaI Enforcement of Support Act (RURESA)である。こ

の改正統一モデル法は、以下の州によって採択された。アリゾナ、アーカンサ

ス、カリフォルニア、コロラド、フロリダ、ジョージア、ハワイ、アイダホ、

イリノイ、アイオワ、カンサス、ケンタッキ一、ルイジアナ、メイン、ミシガ

ン、ミネソ夕、モンタナ、ネプラスカ、ネパダ、ニューハンプシャ一、ニュー

ジャージ、ニューメキシコ、ノースカロライナ、ノースダコ夕、オハイオ、オ

クラホマ、オレゴン、ペンシルパニア、ロードアイランド、サウスカロライナ、

サウスダコ夕、テキサス、パーモント、パージニア、ウエストパージニア、ウイ

スコンシン、ワイオミング。 Bach，a.a.O.， Fn. 79， S. 1251， Note 9. 

81 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1251.なお Bachによれば、 1993年には、さらに Uni-

form Interstate Fami1y Support Act (UIFSA)が制定されており、以下の州によっ

て採択されている。アラスカ、アリゾナ、アーカンサス、コロラド、デラウェ

ア、コロンピア地区、アイダホ、イリノイ、インデイアナ、カンサス、ルイジ

アナ、メイン、マサチューセッツ、ミネソ夕、モンタナ、ネプラスカ、ニュー

メキシコ、ノースカロライナ、ノースダコ夕、オクラホマ、オレゴン、ペンシ

ルバニア、サウスカロライナ、サウスダコ夕、テキサス、ユ夕、パージニア、

ワシントン、ウィスコンシン、ワイオミング。この新しいモデル法の特徴は、

いわゆる“ContinuingExc1usive Jurisdiction"を設けたことであり、これによれば、

原判決国(州)の裁判所が判決の変更についても専属管轄権を有する。 Bach

は、ドイツの外国扶養請求権法との抵触が生じるか否かは、不明で、あるとする。
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条約と同様の目的が達成されるのである82。類似の方式は、米国以外に、

カナダ、南アフリカ、インド、シンガポール、ガーナ、マル夕、ジブラ

ルタルなどでも採用されている830

ドイツは、 1959年に国連条約を批准したが、 1986年には、この米国独

自のシステムにも参加するため、米国の改正統一モデル法と同様の立法

として、いわゆる「外国扶養請求権法 (Auslandsunterhaltsgesetz，AUG) J 

を制定した84。政府の法案理白書は、国連条約以外にこの法律を必要と

する理由を、次のように述べている。

まず何よりも、米国が国連条約の締約固になっておらず、子に対する

扶養判決の承認執行に関するハーグ条約の締約国にもなっていない、と

いう点が挙げられる。米国がこれらの条約の締約固になっていないのは、

扶養が州の管轄事項だからであり、そうであれば個々の州と条約を締結

することも考えられなくはないが、コストがかかりすぎるとされてい

るお。

それよりも、米国の独自の方式によれば、そもそも条約などは不要に

なり、さらに国連条約よりも大きな成果を得ることができる。なぜなら、

前述Eの7のように、国連条約は、外国判決の承認執行について規定し

ていないが、米国方式によれば、本来はケースパイケースで判断される

べき相互の保証要件が、いわゆる相互保証宣言によって確実にクリアさ

れるからである860

以下では、 ドイツの外国扶養請求権法を中心に考察するので、とくに

RURESAとUIFSAを区別することなく、米国のモデル法として言及するにと

どめたい。

82以下の本文における外国扶養請求権法案の理由書参照。

幻 Bach，a.a.O.， Fn. 79， S. 1251.ここでは、後述Wのように国連条約との併用を

おこなっている諸国は除いた。

84 BGBI. 198612563正式の名称、は、「外国との関係における扶養料の取立に関

する1986年12月19日の法律 (Gesetzzur Geltendmachung von U nterhaltsanspruchen 

im Verkehr mit ausl如dischenStaaten vom 19. 12. 1986) Jである。資料5において、
筆者の翻訳を掲載した。

85 BR匂Drucks.32/85， S. 9.政府の法案理白書は、 BT-Drucks.10/3662にも掲載さ

れているが、内容がほとんど同じであるので、以下では、 BR-Drucks.32/85の

みを引用する。

86 BR-Drucks. 32/85， S. 8. 
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従来からも、ごく一部の米国の州(カリフォルニア、ノースカロライ

ナ、テキサス)およびカナダの州(ブリティッシュ・コロンピア、マニ

トノ'¥)は、扶養判決について、ドイツとの間で相互の保証がある旨の宣

言をしていたが、ドイツ側は、かような宣言がなされた理由を把握して

いなかった。いずれにせよ、さらに他の州から相互保証宣言を得ること

は、ほとんど期待できない状況にあった870

以上の理由から、外国扶養請求権法の制定によって、より確実に米国

およびカナダなどから、相互保証宣言を得て、扶養料の取立を容易にす

ることが必要であると判断されたのである。

その成果については、外国扶養請求権法の施行10周年を機に、 Bachが

報告しているところによれば、米国の45の州(アラパマ、コロンピア地

区、メイン、ミシシッピー、ネプラスカ、サウスカロライナを除く)、

カナダの11の州(ケベックを除く)、南アフリカとの間で相互保証宣言

がなされている880

この外国扶養請求権法の基本的な枠組は、権利者の国の中央当局と義

務者の国の中央当局が協力しあって、扶養料の取立をおこなう点にある

から、国連条約とあまり異ならない。そこで以下では、法律の概観を省

略し、直ちに個々の規定を国連条約と比較しながら見ていく。その際に、

Bachの論文によりながら、実務上の問題点も取り上げたい。

2.総則

外国扶養請求権法の第1章「総則」は、同法の適用範囲および中央当

局について規定している。まず 1条1項によれば、「法律によって生じ

た扶養請求権は、一方の当事者がこの法律の施行領域内において、また

他方の当事者が相互の保証のある固において、常居所を有するときは、

この法律に規定された手続により取り立てることができるj。

ここでは、「法律によって生じた扶養請求権J、すなわち契約扶養では

なく法定扶養のみを同法の適用対象とすることが明らかにされている。

ただし、具体的な扶養の内容は定められていないので、取立国の国際私

幻 BR-Drucks.32/85， S. 8 f. 

88 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1251.その後、メイン州およびネプラスカ州との間で

も、相互保証宣言がなされている。
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法が指定する準拠法によることになるが、一般に子に対する扶養だけで

なく、別居ないし離婚した配偶者に対する扶養も含まれる890

問題はここでも、公的機関などの償還請求権である。政府の法案理白

書は、連邦社会扶助法 (BSHG)90条.91条、青少年福祉法 (JWG)82 

条、連邦教育援助法 (BAおG)37条による償還請求権にも、同法の適用

があると述べている90。しかし、 Bachによれば、ドイツの官庁からの償

還請求は、子または(元)配偶者の扶養請求でないことを理由として、

外国扶養請求権法による申立は、実務上却下されているとのことであ

る910

一方、場所的適用範囲については、権利者および義務者の双方につい

て、「常居所jが規準とされている。 Pelichetが国連条約について挙げた

例は、外国扶養請求権法では、 ドイツの相手国が米国・カナダ・南アフ

リカという国境を接していない国ばかりであるから、あまり起こりえな

いが、仮にドイツに常居所を有する権利者と義務者の聞で、米国に所在

する職場の給料を差し押さえるという問題が生じたとしても、同法 l条

1項により、同法の適用はないことになる。

また同法l条l項は、一方の当事者がドイツに常居所を有し、他方の

当事者が「相互の保証Jのある固に常居所を有することを適用要件とす

るが、相互保証については、同条2項が定めている。すなわち、「この

法律に対応する法律が施行されている国について、連邦法務大臣が相E

の保証を認定し、これを連邦法律官報に掲載したときは、かかる国との

間で相互の保証があるものとするJ。

法案理白書は、相互保証宣言を一定の扶養請求権または一定の判決に

制限することもありうるとしている920 Bachによれば、現に米国の一部

の州は、モデル法を採択する際に、その適用範囲を子に対する扶養に制

限したり、配偶者の扶養を子の扶養と関連する場合に限定しているため、

89 Jan Kropholler， Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsanspruchen im Verkehr 

mit ausl如dish巴nStaaten vom 19. 12. 1986， in: Staudinger BGB， 13. Aufl.， 1996， Anh 

III zu Art. 18 EGBGB， Rn. 276. Vgl. auch BR-Drucks. 32/85， S. 9 f. 

90 BR-Drucks. 32/85， S. 10. 

91 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1252. Bachによれば、米国のモデル法の側は、公的機

関を扶養権利者に含めているとのことである。

92 BR-Drucks. 32/85， S. 10. 
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ドイツの側も、それに対応して制限つきの相互保証宣言をしている、と

のことである930

さらに 1条 l項は、相互保証の相手を「国 (Staat)Jとしているが、

同条3項により、ここでいう「国」には連邦国家の州、すなわち米国や

カナダなどの州が含まれる940

続いて、同法2条は、中央当局について定めている。すなわち、扶養

料の取立は、中央当局を通じておこなわれ(1項前段)、中央当局の任

務は、連邦検事総長がおこなうとされている (2項)。

このように伝達機関と受任機関を統ーした理由は、次のように説明さ

れている。すなわち、積極的な理由としては、経験の蓄積により、外国

の官庁との協力関係がスムーズに実施されることが挙げられる。これに

対して、国連条約については、受任機関の負担軽減のために、伝達機関

との分離がなされたが、外国扶養請求権法については、 ドイツからの申

立は、それほど多くないであろうから、かような分離は必要ないとされ

た950

なお、中央当局は、内外の機関と直接に連絡をとるものとされている

が (2条1項後段)、これは、外交経路によることを排除しないと解さ

れている960 Bachによれば、現に南アフリカとの関係では、外交経路に

よることが要求されている970

3.外国への申立

以上のように、伝達機関としての任務は、中央当局である連邦検事総

長がおこなうが、国連条約と同様に、外国扶養請求権法でも、権利者か

らの申立の受付および第 l次的な審査は、権利者の常居所地を管轄する

区裁判所がおこなう (3条1項)。政府の法案理白書によれば、米国の

モデル法でも、申立の受付および審査は、裁判所によっておこなわれて

93 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1252. 

94国連条約11条では、連邦国家条項を設けて、米国およびカナダの加入を容

易にしていたが、かような加入は、おそらく見込みがないと思われる。

95 BR・Drucks.32/85， S. 11.たしかに、後述3のように、ドイツから外国への申

立は、逆の申立の半分以下にすぎないが、その理由は検討を要する。

96 BR-Drucks. 32/85， S. 11. 

97 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1251. 
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いるので、相互保証の要件を満たすためには、裁判所の関与が必要で、あ

るとされている980

この法案理由書および3条l項の文言から明らかなように、外国扶養

請求権法にもとづく申立は、直接、中央当局である連邦検事総長に対し

ておこなうことはできず、必ず区裁判所に対しておこなわなければなら

ない。また、権利者が後見に服している場合にも、後見を管轄する区裁

判所ではなく、権利者の常居所地の区裁判所が管轄を有する990

つぎに3条2項の第2文は、申立書の記載事項として、とくに重要な

ものを列挙しているが、その内容は、国連条約3条4項と実質上まった

く同じである。これに対して、同項の第3丈は、「手元にある身分関係

書類およびその他の参考資料jの添付を定めているだけであり、国連条

約3条2項および3項よりも概括的に規定されている。法案理由書によ

れば、これは、米国の各州およびその他の諸国における申立の要件が様々

であり、かつ将来の変更が予想されるからである。たとえば、米国の各

州では、義務者の社会保険番号がきわめて有用であるが、この種の情報

は、中央当局によって収集され、区裁判所に伝えられるl∞。さらに同項

の第4文は、職権による証拠調べも規定している。

さらに3条3項前段は、申立の内容が真実であることについて、本人

または代理人の宣誓による保証を求めている。そこでは、特別な方式は

規定されていないが、 Bachによれば、米国当局は、米国法上、公証

(Notary Public)が必要であるとして、申立の処理を拒否することがあ

る。外国扶養請求権法3条3項後段によれば、相手国からの特別な要望

は、ドイツ法の強行規定に反しない限り、考慮されるので、非法律家で

あるドイツ当局の職員が米国法上の公証をおこなっているが、これが手

98 BR-Drucks. 32/85， S. 11. 

99法案理白書は、この点について、後見に関する特別の管轄を規定する実際

上の必要性がない、とのみ述べている。 BR-Drucks.32/85， S. 11.しかし、それ

では、後見を管轄する裁判所と権利者の常居所地の裁判所が異なる場合は、前

者から後者に書類の送付が必要になるのではないだろうか。前述・注43の本文
参照。

l∞BR-Drucks. 32/85， S. 12. 
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続の遅延を招いている、とのことである101。

また3条3項中段は、申立書および添付書類のすべてについて、訳文

の添付を求めている。 Bachによれば、実務上、米国との関係では、 2か

国語の書式を使用し、カナダとの関係でも、同法4条2項による成功の

見通しに関する証明書を除き、 2か国語の書式を使用しているが、南ア

フリカとの関係では、訴訟類似の申立書が必要とのことである。いずれ

にせよ、翻訳の費用は、申立人の負担となるので、事実上の障害となっ

ている1020

区裁判所の裁判官は、同法4条 l項により、「成功の見通しが十分に

あるか否か (hinreichendeAussicht auf Erfolg) Jについて、審査をする義

務を負わされている。法案理由書によれば、これは、米国のモデル法お

よび国連条約に関するドイツの統一指針にならったとのことである。国

連条約4条 1項のように「無謀で、あるか否かの審査 (MutwilligkeitspTU-

fung) Jにとどめなかったのは、米国との相互保証の要件を満たすため

だけでなく、財政的理由によるものとしている 103。

この法案理由書の説明によれば、 ドイツ政府は、申立の審査を厳格に

することにより、外国への送付費用の節約を図ったものと考えられる。

それは、外国扶養請求権法の場合は、差し支えないのであろうが、国連

条約の場合、事実上これにより申立が制限されているとしたら、条約違

反の疑いが起きる可能性がある1040

101 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1252これに対して、 ドイツ政府は、本人または代理

人の宣誓のみで米国法上の要件を満たす、と考えていたようである。 BR-
Drucks. 32/85， S. 12. 

102 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1251.たしかに外国扶養請求権法12条は、申立の受付

および処理などの裁判外の手続については、手数料の徴収および費用の償還請

求をおこなわないとしているが、 Bachによれば、翻訳作業は、法務当局ない

し中央当局が依頼するわけではないので、費用は、申立人の負担とならざるを

得ない。また一部の区裁判所は、この規定を類推適用して、訴訟救助の申請を

認めているが、ベルリン高等裁判所の1992年5月19日の決定(IPRax1993，241) 

によれば、訴訟救助は、内国でおこなわれる裁判手続についてのみ可能である。

さらに、その他の法律による援助も不可能である。
103 BR-Drucks. 32/85， S. 12. 

l仰すなわち、前述Eの6のように、区裁判所は、申立を却下する権限まで与

えられていないとはいえ、事実上、権利者が申立をためらう効果をもたらしか

ねない。この点については、さらに後述Wにおいて検討する。
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また外国扶養請求権法4条1項によれば、この成功の見通しに関する

審査は、ドイツの実質法によりおこなわれる。しかし、 Bachによれば、

米国の裁判所は、外国法の適用を大きく制限しており、また米国のモデ

ル法によっても、外国法の適用は、扶養義務が発生している期間中、義

務者が当該外国に住んでいた場合に限定されたり、外国判決の承認につ

いて外国手続法が考慮されるにすぎない。したがって、外国扶養請求権

法4条2項により、成功の見通しに関する証明書が発行されでも、実際

に適用される準拠法上、期待はずれになる可能性がある1050

つぎに4条2項は、成功の見通しがある場合、およびこれがない場合

の処理について規定している。すわなち、成功の見通しがある場合は、

その旨の証明書が発行され、相手国の言語に翻訳させ、申立書などと一

緒に直接に中央当局に送付される(前段)。

法案理白書によれば、成功の見通しに関する証明書は、書式にもとづ

いた簡単なものでよく、場合によっては、宣誓にもとづく申立書の記載

内容により成功の見通しがある旨だけでも足りる。また証明書および職

権調査による証拠の翻訳は、裁判官が依頼するものであるから、同法12

条により、費用の償還請求はなされない。さらに、これらの書類は、直

接、中央当局に送付されるので、州司法行政局は経由しない1060

これに対して、成功の見通しがない場合は、申立が却下されるが(中

段)、却下の決定は、理由などを付して、申立人に送達されなければな

らず、かつ裁判所構成法施行法23条により、異議申立が認められている

(後段)。このように区裁判所に申立却下の権限を付与している点は、

国連条約の場合と異なるが、裁判所構成法施行法 (EGGVG)23条が適

用される点は、国連条約の場合と同じである 107。

以上の区裁判所の審査については、とくに実務界からの強い批判は見

当たらない。しかし、 Bachによれば、 1995年の中央当局の処理件数(新

規)は、外国からの申立が216件であるのに対して、外国への申立は88

l侃 Bach，a.a.O.， Fn. 79， S. 1251 f. Bohmerは、これをドイツ法と義務者の住所地

法の累積適用であると批判する。 Bohmer，a.a.O.， Fn. 79， S. 140， Note 13. 

lωBR-Drucks. 32/85， S. 12 f. 

107前述Eの6参照。
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件にすぎない108。もともとドイツ政府によれば、外国への申立は、それ

ほど多くないと予想されているが109、米軍の駐留により、外国人父親が

子どもを残して帰国するケースは、決して少なくないと思われる110。そ

うであれば、外国への申立件数が相対的に少ないのは、区裁判所の審査

に原因があるとも考えられる1110

さらに同法5条は、中央当局の任務を定めている。すなわち、区裁判

所からの申立の送付を受けて、中央当局は、相手国の「手続の形式的要

件Jを満たしているか否かだけを審査する(1項前段)。

国連条約では、伝達機関は、申立が無謀でないか否かだけでなく、方

式要件についても、自国法と相手国法の両方によって審査する義務を

負っていた112。それと比べれば、外国扶養請求権法では、かなり負担が

軽減されている。法案理由書によれば、中央当局は、成功の見通しにつ

いては、区裁判所の証明書に拘束されるので、二重の審査はおこなわれ

ない1130

また、申立が形式的要件を満たしている場合、中央当局は、これを外

国扶養請求権法の翻訳とともに、外国の受任機関に送付するが(5条l

項中段)、申立が要件を持たしていない場合は、申立を却下する (5条

l項後段・ 4条2項中段)。却下の決定は、理由などを付して、申立人

に送達されなければならず、かつ裁判所構成法施行法23条により、異議

申立が認められている(5条l項後段.4条2項後段)。さらに中央当

局は、申立の処理について、追跡調査の義務を負っている(5条2項)。

最後に、同法6条によれば、権利者は、判決などの債務名義がある場

合は、外国における登録の申立をすることができる(前段)。この場合、

同法3条ないし5条が準用されるが、当然のことながら、内国の債務名

義の合法性は審査されない(後段)。

108 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1254. 

109前述皿の2参照。

110前述Eのl参照。なお前述注77のように、ドイツ後見協会への取立の依頼

は、年間800件ないし1000件ある。

山この点については、さらに後述Wにおいて検討することにしたい。

112前述Hの6参照。

113 BR-Drucks. 32/85， S. 13. 
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4.外国からの申立

受任機関としての任務も、中央当局である連邦検事総長がおこなうが、

外国扶養請求権法の第3章「外国からの申立」は、かかる中央当局の任

務だけでなく、外国からの申立書の内容および裁判手続に関する詳細な

規定を含んで、いる。この点は、国連条約と大きく異なっている。

まず同法7条は、申立書の記載事項については、 3条2項を準用する

が(1項)、申立書の方式および添付書類については、 3条3項および

4条2項を準用せず、独自の規定を置いている。すなわち、 7条2項は、

申立書に本人または代理人の署名のみを求めており、記載内容が真実で

あることの宣誓を要求していない。法案理白書によれば、宣誓は、米国

各州との相互保証の要件を満たすために、外国への申立については規定

されたが(3条3項)、外国からの申立については、 ドイツ法上、これ

を必要としないからである1140

また 7条3項は、申立書および添付書類のドイツ語訳を要求している

が、中央当局は、自ら翻訳を引き受けることもできるとしている。法案

理白書によれば、申立手続は原則として無償で処理されるので、申立国

の財政負担のほうが取立国(ドイツ)の財政負担よりも相当大きい。そ

こで例外的に、中央当局がドイツ語訳を引き受ける可能性を認めたので

あるl150

つぎに同法8条は、中央当局の任務を定めているが、その内容は、受

任機関の任務に関する国連条約6条1項とほぼ同様である。ただし、外

国扶養請求権法8条2項は、中央当局が訴訟代理人の権限を有する旨を

明言己している。

さらに同法9条は、訴訟救助および費用免除について規定している。

国連条約では、伝達機関が受任機関に対し訴訟救助および費用免除の勧

告をすることができるだけであったが (4条3項)、外国扶養請求権法

114 BR-Drucks. 32/85， S. 14. 

115 BR-Drucks. 32/85， S. 14.法案理白書は、同時に「ドイツ連邦共和国に住む扶

養権利者の利益、および外国への申立の数がおそらく外国からの申立の数より

もはるかに多いこと」を考慮したと述べているが、これは、「外国に住む扶養

権利者の利益、および外国からの申立の数がおそらく外国への申立の数よりも

はるかに多いことjの間違いではないかと思われる。
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では、「たとえ扶養権利者からの明示の申請がなくてもj、訴訟費用援助

(Prozeskostenhilfe)および費用免除が認められる。しかも、民事訴訟法

によった場合と異なり、勝訴の見込みがあるだけで足り、経済的困窮度

などは審査されなし31160

また国連条約では、判決およびその他の裁判文書の送付が規定されて

いるだけであるが(5条)、外国扶養請求権法では、外国判決の承認執

行要件が規定されている。すなわち、同法10条1項前段は、執行要件と

して、民事訴訟法722条l項および723条l項を準用するのみであり、

723条2項前段を準用していない。したがって、確定判決だけでなく、

仮執行宣言付きの判決なども執行される。また外国扶養請求権法10条l

項後段は、承認要件として、民事訴訟法328条l項l号ないし4号を準

用するのみであり、同項5号を準用していない。したがって、相互保証

の要件は審査されないが、これは、外国扶養請求権法の立法経緯および

同法l条2項の相互保証宣言により、当然と言えよう O

法案理白書によれば、確定要件を満たさない判決の執行を認めたのは、

米国の扶養命令 (supportorders) を考慮したものであるが、 10条2項前

段によれば、かような判決の執行の際には、裁判所は支払の金額および

期間を変更することができる。これは、執行を求められた裁判所が義務

者の支払能力を審査するのに適切だからである117。これに対して、外国

判決が確定している場合は、民事訴訟法323条によってのみ変更が認め

られる(10条2項後段)。さらに10条3項は、執行判決を求める訴訟の

圏内土地管轄について、民事訴訟法722条2項と異なる規定を置いてい

るl180

一方、「外国判決が債務者の審尋をしないで下されたか、暫定的であ

るか、または取立裁判所の確認を条件とするjため、外国扶養請求権法

10条により執行されない場合は、同法7条にいう扶養料取立の申立とみ

なされ、同法8条および9条が準用される (11条)。法案理由書によれ

ば、これは、カナダの暫定扶養命令 (provisionalmaintenance order) を念

116 BR-Drucks. 32/85， S. 15. 

117 BR-Drucks. 32/85， S. 15. 

118 BR-Drucks. 32/85， S. 15 f 
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頭に置いた規定であるが、この場合は、まず和解の道が探られることに

なる1190

5.実務上の問題点

以上のような外国扶養請求権法の実務上の問題点については、 Bachが

米国とドイツの関係を中心として述べている。まず、ドイツから米国へ

の申立の問題点を見ていく 1200

米国の各州の受任機関は、法務局 (Departmentof Justice)、州際中央登

録局(InterstateCentral Registry)、家族児童委員会 (Cabinetfor Families 

and Children)など様々であり、そこから、さらに各地の児童擁護施設

(Child Support Offices)に申立の転送がなされる。

1988年から1993年にかけて、テキサス州との関係で問題が発生したこ

とがある。同州では、検事総長 (AttomeyGeneral)がドイツからの申立

を郡の地方法務局に送付するが、 一部の郡では、地方検事がほとんど

実質的な処理をしなかった。ドイツ連邦法務省は、テキサス州との相互

保証宣言を撤回することも検討したが、ドイツ総領事を通じて改善を求

め、 1994年以降は協力関係がスムーズにおこなわれている。

ネパダ州やノースカロライナ1+1などでは、 1994年まで手数料が徴収さ

れていたが、ドイツ側は、外国扶養請求権法12条により手数料を徴収し

ていなかった。このように不公平な状態は、最近ょうやく改善された。

現在でも問題が続いているのは、個人情報保護のため、義務者の捜索

に困難が伴うことである。義務者が転居していたり、強制執行をおこな

う場合は、民間の調査会社、 ParentLocator Service、UnitedStates Postal 

Serviceなどを利用することになる。ドイツ大使館がどの程度の調査をす

ることができるかは、今のところ明らかでない。

また米国の当局は、 ドイツの中央当局と異なり訴訟代理権がなく、弁

護士費用は、権利者の自己負担となってしまう。ドイツの債務名義がな

い場合(いわゆる“EstablishmentCase")は、裁判所または行政庁が「児

童扶養命令 (ChildSupport Order) Jを下す。これに対して、 ドイツの債

119 BR-Drucks. 32/85， S. 16. 

120 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1252 ff. 
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務名義がある場合は、簡易な登録手続を利用することができる(外国扶

養請求権法6条参照)。

登録の対象となるのは、確定判決、仮執行宣言付きの判決などの裁判

および民事訴訟法794条 l項 1号・ 5号によるその他の債務名義である。

外国扶養請求権法案の理白書では、少年保護所 (Jugend託mter)の文書は

対象タトであると考えられていたが121、テキサス州やカリフォルニアナト!な

どでは、登録対象となっている。

扶養請求の裁判において父子関係の確認をおこなうことは可能である

が、血液鑑定の費用として約400ドルを請求されることがある O ただし、

後に扶養義務者から償還される。

米国の扶養料算定方法は、父母の年間収入を基礎とする1220 ドイツの

扶養料との比較は困難である。なぜなら、中央当局にとって、米国の計

算方式は、ほとんど分からないからである。

また、扶養に関連する事実を証明するため、ドイツの申立人は、多数

の追加書類を作成しなければならない。その内容は最初の申立書と重複

するが、関係官庁である児童擁護施設の数が多すぎるため、改善は困難

である。

さらにカナダでは、ドイツの債務名義が登録された後、義務者の申立

により、暫定命令 (ProvisionalOrder)が下され、扶養料が「ゼロにまでj

減額されることがある。かかる命令は、たしかに権利者の住所地の裁判

所による確認命令(Confirmation Order) を必要とするが、ドイツの裁判

所がかような確認命令を下す根拠規定は存在しない。いずれにせよ、カ

ナダの当局は、暫定命令を理由として、 ドイツ判決の執行を拒否する。

また扶養料の受取までには、一般に数か月かかるが、極端な例として、

カナダのブリティッシュ・コロンピア州では、すでに登録されたドイツ

判決の執行が約4年かかっても、まだ済んでいない。

つぎに、米国からドイツへの申立については、 Bachは、それほど多く

121 BR-Drucks. 32/85， S. 14. 

122たとえば、テキサス州では、月給6000ドル以下の義務者の場合、税引き後

の収入の20パーセントが子に対する扶養料となる。 Bach，a.a.O.， Fn. 79， S. 1253 

Note42. 
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の問題点を挙げていない1230

ドイツの中央当局は、まず任意の支払を求めるが、大多数のケースは、

これによって片付いている。これに対して、裁判手続を必要とする場合

は、外国当局が必ずしも書類の完全な訳文を提出しないため、困難が生

じる。中央当局は、英語でも大丈夫であるが、裁判手続では、訳文が不

可欠である。 1991年まで、米国の多数の当局は英語の書式のみを使用し

ていたので、申立が却下されることが多かった。

外国扶養請求権法9条によれば、訴訟救助は、勝訴の見込みのみを要

件としているが、 1995年12月19日のハーナウ区裁判所決定は、まず父子

関係の確認を申し立てるべきであるとして、訴訟救助の申立を却下した。

しかし、従来の判例は、親子関係の確認を扶養請求の先決問題として同

時に処理しており、今回の決定は、長年の実務に反するだけでなく、外

国扶養請求権法の趣旨にも反している O

Bachは、最後に、外国扶養請求権法にもとづく申立の数が年々増加し

ているとして、 1995年の数字を挙げている 124。それによれば、中央当局

が新たに処理した件数は304件であり、そのうちの216件は、外国からの

申立であった。中央当局によって取り立てられた金額は、約70万マルク

であり、その他に義務者から権利者に直接支払われた金額は不明で、ある。

少なくとも米国との関係では、外国扶養請求権法は成功している。

かかる Bachの結論には、半分は賛同することができる。しかし、 ド

イツから外国への申立は88件にすぎないこと、 Bachが挙げる実務上の問

題点は、ドイツからの申立に関するものが多いことを見れば、外国扶養

請求権法による取立は、一方通行になりがちであると言える。さらに、

Marxと異なり、 Bachは、区裁判所の問題点を指摘していないが、中央

当局によって処理されるドイツからの申立の処理件数が少ないのは、区

裁判所による審査に原因があると考えられる 1250

123 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1253.なお、本稿で取り上げたもの以外は、それほど

深刻な問題とは考えられないので割愛した。

124 Bach， a.a.O.， Fn. 79， S. 1254. 

125前述旧の3参照。
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N.おわりに

最後に、わが国の問題点をもう一度確認しておきたい。冒頭に述べた

ように、わが国は、 1956年の国連条約に加入しておらず、また米国独自

の扶養料取立システムにも参加していない。しかし、戦後すぐに、わが

国でも、米軍の駐留によって、多数の日米混血児が誕生した。 1950年頃

の厚生省の調査によれば、施設に入所している混血児は482名であり、

さらに施設外の混血児が3，490名いた。しかも施設外の子どものうち、

42パーセントは、生活保護を受けているか、または生活に余裕がなかっ

た126。おそらく米国人の父親が帰国して、日本に残した子どもの扶養料

を支払っていなかったのであろう O

たしかに、国連条約が成立した後も、米国はこれに加入しなかったし、

独自の取立システムは、国内の州の間でのみ実施されていたのであるか

ら、日本政府としては、打つ手がなかったとも言える。しかし、国連条

約への加入によって、わが国にも外国在住の父親から扶養料の取立を必

要としている子どもが多数いることは、示すことができたわけであるし、

また1968年からは、米国の扶養料取立システムは、外国にも開放された

のであるから、その時点からでも、米国のモデル法に、沿った立法をおこ

なって、このシステムに参加することは可能かっ有益であったと思われ

る。また現在は、戦後間もない頃のような状況はないが、なお沖縄など

米軍基地のある地域では、同様の問題が生じているようである 1270

126施設入所児童の数は、昭和27年3月現在であり、施設外児童の数は、昭和

28年2月現在である。調査の結果は、厚生省児童局 rrいわゆる混血児童」実
態調査報告書.1(1953年)および小川政浩「混血児の福祉について」文部省編

『混血児指導資料.!(1960年)139頁において報告されている。これらの資料は、

日本国際社会事業団の大森邦子事務局長から提供して頂いた。

127金城清子「国籍法違憲訴訟と簡易帰化制度一沖縄の実情を考える」ジュリ

スト745号112頁によれば、沖縄の国際結婚は、ほとんどが日本人女性と米国人

男性との間のものであり、国際結婚や事実上の婚姻関係から出生した混血児の

数は、約3，500人にのぼると推定されている。昭和50年12月の県教育庁指導課

の調査によれば、 1，251名の混血児のうち、父母と一緒に同居しているものは

317名にすぎず、父と別居しているものが601名、父母ともに別居しているもの

が200名であった。
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さらに1990年代以降は、日本人男性がフィリピンやタイなどで現地の

女性に子どもを産ませた後、そのまま帰国してしまい、扶養料を支払わ

ないという問題が生じている。一説によれば、マニラ周辺だけでも、日

本人父親の所在を確認できない子どもは、 l万人以上いると言われてい

る1280 かような子どもは、日本で裁判を起こすにしても、その費用を捻

出することは不可能であるし、また法律扶助制度を利用するにしても、

日本での居住要件を満たすことは129、これまた事実上不可能である 130。

フィリピンの扶養判決を日本で執行しようとしても、子どもが日本で執

行判決を求める訴えを起こす必要がある1310

以上のような状況では、児童の権利条約に関する政府報告書のように、

わが国で扶養請求の裁判が可能であること、外国判決の承認執行制度が

あることを述べても、実効性がないことは明らかである。もっとも、日

本政府としては、なぜ外国人の子どものために、国の費用で取立をしな

ければならないのか、日本人は自力で裁判をしているではないか、と反

128毎日新聞(東京版)朝刊1997年4月16日参照。

129前述注1参照。

130この点は、国籍法および入管法に原因がある。すなわち、かような子ども

は、父親の日本国籍および母親のフィリビンやタイなどの国籍の両方を取得す

るが、外国で生まれたから、国籍留保届をしなければ、出生の時にさかのぼっ

て日本国籍を失う(国籍法12条)。そして、国籍留保届の期間は、原則として

出生から 3か月以内とされており(戸籍法104条)、残された外国人母親は、か

ような知識がないため、ほとんどの子どもは日本国籍を失うものと推測される。

したがって、子どもが日本に居住するためには、入管法上の在留資格が必要で

ある。たしかに、子どもは、日本人父親の実子として「日本人の配偶者等Jと
いう在留資格に該当するが(入管法別表第二)、当該日本人父親の職業および

収入に関する証明書、身元保証書などを提出する必要があり(同法施行規則別

表第三)、扶養料の支払を拒絶している父親が、これらの書類を提出するとは

思えない。また、子ども本人に十分な収入がある場合は、本人の職業および収

入に関する証明書ならびに父親以外の身元保証人の身元保証書を提出すれば足

りるが(向上)、かような状況にないからこそ、日本人父親に扶養料を請求し

ようというのである。要するに、国籍法および入管法は、外国で捨てられた子

どもが日本人父親に対し扶養料の請求をする場合、事実上の障筈となっている。

131執行判決制度と英米の登録制度との違いは、すでに1949年のユニドロワに

よる扶養判決執行条約案でも問題となっている。 BulowlBockstiegel(Mecke)， 

a.a.O.， Fn. 12， S. 794-2. 
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論するかもしれない。

しかし、日本人が日本の囲内で裁判をするのと、外国在住の外国人の

子どもが日本で裁判をするのとでは、その難しさには雲泥の差がある。

外国で裁判をすることは企業にとってさえ簡単ではなく、ましてや親に

捨てられた子どもにとって、それがいかに困難であるかは、容易に想像

がつくであろう 1320

また、財政的および人的なコストをかける余裕がないという反論も予

想されるが、現在、 50か国以上が国連の扶養料取立条約に入っており、

そのなかには、財政的余裕のない国も多数含まれている。わが国は、た

しかに外国から取立を求められる方が多くなるかもしれないが、それは、

もともと日本人父親が子どもの扶養料を支払わないことによるものであ

るとしたら、児童の権利条約27条4項により、日本政府は取立の責任を

負っている、と言えるのではないだろうか。

以上のような問題意識から、国連条約と米国独自の扶養料取立システ

ムの両方に参加しているドイツの学説および実務を考察した。その結果、

ドイツの場合、外国からの申立は、かなりの件数が処理されており、一

定の成果を挙げていることが分かった。

これに対して、外国への申立は、区裁判所における審査が障害となっ

ている実態が明らかとなった。ドイツ政府は、タト国への申立を抑制する

意図さえ持っていたようであるが133、その肩代わりは、 ドイツ後見協会

(das D巴utscheInstitut fur Vormundschaftswesen)によってなされている。

すなわち、同協会は、 ドイツ判決にもとづく取立を実施しているが、

Marxの報告によれば、同協会への取立の依頼は、年間800件ないし1000

件に上っている1340 かような状態は、国連条約に違反している疑いがあ

るし、また外国扶養請求権法の本来の趣旨にも反するであろう 1350

132奥田(戸籍制度と子どもたち)前掲注 (4)174頁以下参照。

133前述Eの3参照。

134前述・注77参照。

135前述皿の3参照。なおドイツ政府は、成功の見通しに関する審査について、

米国との相互保証の要件を満たすためであるとするが、それでは、外国への申

立件数と外国からの申立件数の問に不均衡が生じる理由は、説明できないこと

になるであろう。
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わが国としては、この点を反面教師として、外国への申立を極度に制

限しない取立システムの構築を考える必要がある。たとえば、申立の受

付は、権利者の常居所地の家庭裁判所などでおこなうとしても、その審

査は、事実関係の確認程度にとどめるべきであろう。また家庭裁判所か

ら中央当局に送付された後も、原則として、方式要件の審査にとどめる

べきであると考えられる。

いずれにせよ、 ドイツ以外にも、国連条約と米国独自の取立システム

の両方に参加している固としては、オーストラリア、ニュージーランド、

イギリス、フランス、スウェーデン、ノルウェイ、ポーランド、ハンガ

リ一、メキシコなどが挙げられる。さらに国連条約のその他の締約国も、

20か国程度が米国独自の方式への参加について協議を開始している1360

したがって、両方の取立システムに参加する例は、今後ますます広まっ

ていくと予測される。

そのような中で、わが国だけが外国からの、また外国における扶養料

の取立について、措置を講じていないという事態は、児童の権利条約と

の関係できわめて疑問に思われる。かような事態を改善するために、関

係機関による検討が開始されることを期待して、本稿を終えたい。

[追記]本稿の基礎となった研究については、 2001年度の民事紛争処理

基金の助成を受け、その成果は、 2002年4月13日に東京大学で開催され

た国際法協会日本支部の研究大会において報告した。その後、マックス・

プランク外国私法国際私法研究所の助成を受け、同研究所において3か

月の調査研究をおこなって、本稿を完成させた。とりわけ本稿は、

Kropholler教授との意見交換によるところが大きいが、もちろん内容に

関する責任は、筆者 I人が負うものである。

136 Gloria Folger DeHart， Comity， Conventions， and the Constitutio日 Stateand 

Federal Initiatives in Intemational Support Enforcement， Family Law Quarterly， 1994， 

p. 94 et seq. 

北法53(5・387)1565



論説

資料

1.外国における扶養料の取立に関する1956年6月20日の国連

条約

序文

締約国は、外国に所在する者による扶養を必要とする者の状況から生

じる人道上の問題の解決が急がれること、ならびに外国における扶養料

の取立が法律上および実際上深刻な問題を生じていることを考慮し、か

っこれらの問題を解決する手段の提供および困難の克服を決断して、以

下のとおり合意した。

第 1条条約の目的

1.この条約は、ある者(以下では権利者という)がある締約国の領

域内に所在し、他の者(以下では義務者という)が他の締約国の管轄に

服するとき、前者が後者に対して有すると主張する扶養請求権の取立を

容易にすることを目的とする。この目的は、以下において伝達機関およ

び受任機関と称する機関の利用によって実現されるものとする。

2. この条約において規定された救済手段は、国内法および国際法に

規定されたその他の救済手段を排除するものではなく、これらを補足す

るものである。

第2条機関の指定

1.各締約国は、批准書または加入書の寄託に際し、自国の領域内に

おいて伝達機関として活動するーまたは複数の行政機関もしくは司法機

関を指定しなければならない。

2.各締約国は、批准書または加入書の寄託に際し、自国の領域内に

おいて受任機関として活動する公的または私的機関を指定しなければな

らない。

3.各締約国は、弟 l項および前項による指定ならびにその変更を遅

滞なく国連事務総長に通知しなければならない。

4.伝達機関および受任機関は、他の締約国の伝達機関および受任機

関と直接に連絡をとることができる。
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第3条伝達機関への申立

1.権利者が締約国の領域内に所在し(以下では権利者の固という)、

義務者が他の締約国の管轄に服するとき(以下では義務者の固という)、

権利者は、義務者から扶養料を取り立てるために、自らが所在する国の

伝達機関に申立をすることができる。

2.各締約国は、受任機関の国の法により、扶養請求権の証明方法と

して通常必要とされる証拠、証拠の提出方法、その他かかる法律により

定められた要件を事務総長に通知しなければならない。

3.申立には、すべての関係文書、とりわけ必要な場合は、受任機関

に対し、権利者の代理人として行為するか、または他の者を代理人とし

て指名する権限を付与する書面を添付しなければならない。さらに権利

者の写真、および可能で、あるならば、義務者の写真を添付しなければな

らない。

4.伝達機関は、受任機関の固の法律上の要件を満たすために、すべ

ての合理的な手段をとらなければならない。かかる法律上の要件以外に、

申立書には、以下の事項を記載しなければならない。

(a) 権利者の姓名、住所、生年月日、国籍および職業、ならびに法定

代理人がいるときは、その名前および住所

(b) 義務者の姓名、ならびに権利者が知る限りで、義務者の最近5年

間の住所、生年月日、国籍および職業

(c) 請求権の根拠、請求の内容ならびに権利者および義務者の財政状

態および家族構成などに関するその他すべての情報の詳細

第4条文書の送付

1.伝達機関は、申立が無謀であると判断した場合を除き、義務者の

国の受任機関に文書を送付しなければならない。

2.かかる文書を送付するに先立ち、伝達機関は、権利者の国の法に

より、文書が方式要件を満たしていることを確認しなければならない。

3.伝達機関は、受任機関に対し、請求権に根拠があるか否かに関す

る意見を伝え、かつ訴訟救助および費用免除を権利者に与えるよう勧告

することができる。

第5条判決およびその他の裁判文書の送付

1.伝達機関は、権利者の要請があったときは、いずれかの締約国の
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管轄裁判所において権利者が取得した、扶養を命じる確定的もしくは暫

定的な判決またはその他の裁判文書、ならびに必要かっ可能である場合

は、かかる裁判の手続に関する記録を、第4条により送付しなければな

らない。

2.前項の判決および裁判文書は、第3条の文書の代わりに、または

それらに添付して送付することができる O

3.第6条にいう手続は、義務者の国の法にしたがい、第 l項により

送付された判決の執行もしくは登録、またはかかる判決にもとづく新た

な訴訟のいずれであるかを問わないものとする。

第6条受任機関の任務

し受任機関は、権利者から付与された権限の範囲内において、権利

者の代理人として、扶養料の取立に必要なすべての措置をとらなければ

ならない。かかる措置としては、とりわけ和解をすること、必要があれ

ば、扶養請求訴訟を提起し遂行すること、あらゆる判決、命令、その他

の裁判文書を執行することが含まれる。

2.受任機関は、伝達機関に対し常に経過を報告しなければならない。

受任機関が活動できないときは、伝達機関にその理由を伝え、文書を返

却しなければならない。

3.この条約のいかなる規定にもかかわらず、訴訟およびすべての関

連問題に適用されるべき法は、国際私法を含む義務者の国の法である。

第7粂司法共助

双方の締約国の法が司法共助を認めているときは、以下の規定を適用

する。

(a) 扶養請求訴訟が係属している裁判所は、司法共助が実施されるべ

き地の締約国の管轄裁判所、または当該締約国が指定したその他の機関

に対し、文書もしくはその他の証拠を収集するために、司法共助の実施

を要請することができる。

(b) かかる要請を受けた機関は、当事者本人が立ち会い、または代理

人を立ち会わせるために、当該の伝達機関および受任機関ならびに義務

者に対し、司法共助が実施される日時および場所を通知しなければなら

ない。

(c) 司法共助は、遅滞なく実施されなければならない。司法共助の要
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請を受けた機関は、その時から 4か月以内にこれを実施しなかったとき

は、可法共助を要請した機関に対し、不履行または遅延の理由を通知し

なければならない。

(d) 司法共助の実施は、いかなる名目であれ、手数料または費用を徴

収してはならない。

(e) 司法共助の実施は、以下の場合に限り、これを拒絶することがで

きる。

(1) 司法共助の要請文書が真正なものであることが証明されないと

き。

(2) 司法共助の実施される地の締約国が自国の主権または安全を害

されると判断したとき。

第8条判決の変更

この条約の規定は、扶養判決の変更に関する申立にも適用される。

第9条費用および負担の免除

l.この条約による訴訟については、権利者は、訴訟が係属する国の

居住者または国民と平等の取扱いならびに同等の手数料および費用の免

除を享受するものとする。

2.権利者は、外国人であること、または非居住者であることを理由

として、担保、支払または供託を要求されないものとする。

3.伝達機関および受任機関は、この条約によるサービスの提供につ

いて、いかなる手数料も徴収しではならない。

第10条扶養料の送金

法律により外国への送金を制限している締約国は、扶養料またはこの

条約による訴訟費用の償還のための送金について、最大の考慮を弘わな

ければならない。

第11条連邦国家条項

連邦国家または不統一国家については、以下の規定を適用する。

(a) 連邦の立法府が立法権を有する事項に関する条約の規定について

は、連邦政府の義務は、連邦国家でない締約国の義務と同ーとする。

(b) この条約の規定の実施が、連邦を構成する州、県またはカントン

の立法行為を必要とするが、連邦憲法上、これらの州、県またはカント

ンが立法権を行使する義務を負わないときは、連邦政府は、できるだけ
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速やかに、これらの州、県またはカントンの管轄当局に条約の規定を知

らせ、その実施を勧告しなければならない。

(c) 連邦国家である締約国は、事務総長を通じて送付された他の締約

国の要請にもとづき、条約の特定の規定について、連邦および連邦の構

成体がどのような立法および実務を行なっているのか、また立法または

その他の行為によって、かかる規定がどの程度実施されているのかを通

知しなければならない。

第12条地域的適用範囲

この条約の規定は、締約国が批准または加入の際に別段の旨の宣言を

しない限り、かかる締約国が外交関係について責任を負う非自治領、信

託統治領またはその他の領域にも、同ーの条件で適用しなければならな

い。別段の旨の宣言をした締約国は、その後いつでも、事務総長への通

知により、これらの領域の全部または一部に条約の適用を及ぼすことが

できる。

第13条署名、批准および加入

1.この条約は、すべての国連構成田、国際司法裁判所規程の当事固

または専門機関の構成国である国連非構成国、および経済社会理事会に

より条約の当事国になるために招聴されたその他の国連非構成田に対し、

1956年12月31日まで、署名のため開放される。

2. この条約は批准を要する。批准書は、事務総長に寄託しなければ

ならない。

3.本条第 1項の諸国は、いつでもこの条約に加入することができる。

加入書は、事務総長に寄託しなければならない。

第14条発効

1.この条約は、前条によりなされた第三の批准書または加入書の寄

託の日から30日後に発効する。

2.第三の批准書または加入書の寄託の後に批准または加入した固に

ついては、かかる批准書または加入書の寄託の日から30日後に条約が発

効する。

第15条廃棄

1.締約国は、事務総長への通知により、この条約を廃棄することが

できる。かかる廃棄は、第12条にいう領域の一部または全部にも及ぼす
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ことカfできる。

2.廃棄は、事務総長が廃棄の通知を受領した日から l年後に効力を

生じる。ただし、廃棄が効力を生じた時に係属中であった事件には、そ

の効力を及ぼさない。

第16条紛争解決

この条約の解釈または適用について、締約国聞に紛争が生じ、かかる

紛争が他の手段によって解決できなかったときは、国際司法裁判所に付

託されるものとする。国際司法裁判所への付託は、特別な合意の通知に

より、または紛争当事国の一方の申立によりなされるものとする。

第17条留保

1.ある国が批准または加入の際に、この条約のいずれかの規定につ

いて、留保を行なったときは、事務総長は、この条約の締約国および第

13条にいうその他の国に留保文を送付しなければならない。かかる留保

を拒否する締約国は、留保文の送付の日から90日以内に、留保を承認し

ない旨を事務総長に通知することができる。この場合、留保を拒否した

固と留保を行なった固との間では、条約の効力は生じないものとする。

後に条約に加入した国は、加入の時に、かかる通知を行なうことができ

る。

2.締約国は、いつでも留保を撤回することができる。この撤回は、

事務総長に通知しなければならない。

第18条相互の保証

締約国は、自らが条約に拘束されている範囲内においてのみ、他の締

約固に対し、この条約の適用を求めることができる。

第19条事務総長による通知

1.事務総長は、すべての国連構成国および第13条にいう非構成田に

対し、以下の事項を通知しなければならない。

(a) 第2条第3項の通知

(b) 第3条第2項により受領した情報

(c) 第12条による宣言および通知

(d) 第13条による署名、批准および加入

(e) 第14条第 l項による条約の発効日

(f) 第15条第l項による廃棄
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(g) 第17条による留保および通知

2. さらに事務総長は、第20条によりなされた改正の要請およびこれ

に対する回答をすべての締約国に通知しなければならない。

第20条改正

l.締約国は、いつでも事務総長への通知によって、この条約の改正

を求めることができる。

2.事務総長は、各締約国に対し、提案された改正を審議するための

会議を招集することが望ましいか否かを、 4か月以内に回答することを

要請して、前項の通知を送付しなければならない。締約国の過半数が賛

成したときは、事務総長は、会議を招集しなければならない。

第21条言語および条約の寄託

この条約の中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の条文

は、いずれも正文とし、その原文は、事務総長に寄託され、事務総長は、

第13条にいうすべての国にその認証謄本を送付しなければならない。

2. 1956年6月20日の外国における扶養料の取立に関する条約

についての1959年2月26日の法律

第1条

ドイツ連邦共和国が1956年6月20日にニューヨークで署名した外国に

おける扶養料の取立に関する条約の批准を承認する。条約は、後日公布

する。

第2条

(1) 条約第2条第 l項にいう伝達機関の任務は、州政府の指定した機

関が行なうものとする。

(2) 条約第2条第2項にいう受任機関の任務は、連邦法務大臣が行な

うものとする。

第3条

(1) 権利者は、他の締約国の領域における扶養料取立の申立について

は、自らが常居所を有する地を管轄する区裁判所にこれを行なうことが

できる。権利者が後見に服しているときは、後見を管轄する区裁判所に

申立をしなければならない。
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(2) 前項にいう申立の受付に伴う区裁判所の行為については、手数料

を徴収しないものとする。

第4条

この法律は、ベルリン州がその適用を確認する限りで、ベルリン州に

も適用する。

第5条

(1) この法律は、第3条を除き、公布の日から施行する。第3条は、

外国における扶養料の取立に関する条約の発効と同時に施行する。

(2) 条約がその第14条第2項によりドイツ連邦共和国について発効す

る日は、連邦法律官報に告示する O

3. 1956年6月20日の外国における扶養料の取立に関する条約
についての法律を改正する1971年3月4日の法律

第1条

1956年6月20日の外国における扶養料の取立に関する条約についての

1959年2月26日の法律(連邦法律官報第2巻149頁)は、以下のとおり

改正する O

法律第2条第2項は、次のとおり規定する。

f(2) 条約第2条第2項にいう受任機関の任務は、連邦行政庁が自己

の職務として行なうものとするJ。

第2条

この法律は、ベルリンナト|がその適用を確認する限りで、ベルリン州に

も適用する。

第3条

この法律は、 1971年 1月1日から施行する。

4.外国における扶養料の取立に関する1965年2月1日の通達

A.条約の目的

この条約は、外国における扶養料の取立を容易にすることを目的とす

る。扶養権利者は、他の締約国の管轄に服する義務者から扶養料を取り
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立てるための申立を、居住国の「伝達機関」に対して行なうことができ

る。伝達機関は、他国によって指定された「受任機関jに申立を送付す

る。そして、受任機関は、権利者の代理人として、扶養料の取立のため

に必要なすべての措置をとる(たとえば、義務者に支払を働きかける、

訴訟を提起して執行するか、または、すでに存在する債務名義にもとづ

いて強制執行を行なう)。

B.外国への申立の準備

条約2条1項にいう伝達機関とは、州司法行政局とする。

条約により受任機関が、また1959年2月26日の法律(連邦法律官報第

2巻149頁) 3条1項により区裁判所が負う任務は、司法行政事務とし

て行なわれる。

1.申立の受付

l.申立は、権利者が常居所を有する地を管轄する区裁判所、または

権利者が後見に服しているときは、後見を管轄する区裁判所において行

なわなければならない。

申立は、区裁判所の窓口において、(必要な場合は調書として)受け

付けられるものとする。各裁判所では、 l箇所のみ窓口を設けるものと

する。

2. 申立書は、権利者本人または法定代理人によって作成され、署名

されなければならない。申立書は、州司法行政局ではなく、扶養料を取

り立てる国の受任機関を名宛人とする。申立書は、訴状として作成する

ものではない。申立の内容は、一般に、条約6条l項により、受任機関

が「扶養料の(要求額の)取立に必要なすべての措置(必要に応じて訴

訟の提起を含む)Jをとるものとして、記載しなければならない。

事実関係は、明確・簡潔・簡明にして、もれなく記載しなければなら

ない。長い文や翻訳しにくい用語は避けるべきである。略語は、たとえ

ドイツの法律の略称であっても、使用しではならない。申立書および添

付書類には、相手国から自国の官庁、非政府機関または自国民に対する

侮辱と受けとめられるおそれのある表現や用語を記載してはならない。

添付書類の名称のみの引用は、できる限り避けるべきである。申立書に

北法53(5・378)1556



外国における扶養料取立システムの構築

は、添付書類の数および種類を記載しなければならない。添付書類は、

紛失や混同が生じないように綴じなければならない。

公的文書は、原則として認証謄本を添付する。原本は、申立書の処理

に客観的に必要である場合のみ、送付するものとする。この場合、原本

のコピーを保管しておかなければならない。手書きの手紙の場合は、認

証を受けたコピーの添付が望ましい。

外国向けの申立書は、とりわけ様式に注意しなければならない。修正

や削除は認められない。

3.申立書には、必ず以下の事項を記載しなければならない(条約3

条4項)

a)権利者に関する事項

姓名、住所、生年月日、出生地、国籍および職業、ならびに法定代理

人がいるときは、その名前および住所

b)義務者に関する事項

姓名、ならびに可能な限りで、義務者の最近5年間の住所、生年月日、

出生地、国籍および職業

c)請求権に閲する事項

請求権の根拠、請求権の種類および請求額、その他の重要事項、たと

えば権利者および義務者の財政状態および家族構成、証拠の種類、以前

になされた扶養給付の範囲および法的根拠

d)希望する取立方法に関する事項

義務者に対して、まず任意の支払だけを求めるか否か、訴訟を提起し

て訴訟救助を求めるか否か、すでに存在する債務名義にもとづいて扶養

給付を求めていくか否かに関する希望(条約5条3項)

4.扶養料の送付先(銀行口座など)を記載することが望ましい。

5.申立書には、以下のものを添付しなければならない(条約3条3

項)。

a)扶養料の取立にとって重要な文書。とりわけ以下の文書を含む。

a a)嫡出子の場合

出生証明書、父母の婚姻証明書、該当の場合には、父母の離婚、婚姻

の無効確認または取消に関する判決の謄本に確定証明書を付けたもの、

子の法定代理人を指定する判決の認証謄本。
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b b)非嫡出子の場合

出生証明書、後見官庁に後見人としての資格を付与する区裁判所の証

明書または法定代理人を指定する判決の認証謄本、認知の書類、該当の

場合には、父子関係を推測させる手紙やその他の文書。

c c)夫婦または元夫婦の場合

婚姻証明書、該当の場合には、離婚、婚姻の無効確認または取消に関

する判決の謄本に確定証明書を付けたもの。

dd)すべての権利者に共通のもの

すでに成立した債務名義、裁判外の和解、その他債務の存在を証明す

るもの(判決謄本)

b)受任機関に「権利者の代理人として行為する権限、とりわけ要求さ

れた扶養料を取り立て、かつ支払を受領する権限、またはその他の者を

代理人として指名する権限」を付与する旨の書面。一般に出回っている

訴訟代理権付与の書式を使うことは、認められない。

c)権利者、子の場合は、その母、および手元にある限りで、義務者の

写真各1通。写真は、硬い紙に貼り、その下に、誰の写真であるかを記

載しなければならない。

d)訴訟救助を申請するときは、そのための証明書。

申立を受け付けた区裁判所が保管する文書の謄本は、少年保護所また

はその他の機関ではなく、当該区裁判所の認証を受けなければならない。

その他にどのような書類がまだ必要であるかは、個々のケースの状況

ならびに扶養請求の要件および証明に関する受任機関の法令にかかって

いる。この場合、条約3条2項および、19条l項により国連事務総長から

送られてきた各国政府の通知は、各裁判所にも転送されるのであるから、

留意しなければならない。

6.申立人は、別段の指示がない限り、申立書および添付書類に他の

締約国の言語による訳文を添付しなければならない。翻訳は、審査機関

がドイツ語の書類を審査した後に行なうことが望ましい。

申立書およびその訳文は3通、添付書類およびその訳文は 1通を州司

法行政局に提出しなければならない。

II.裁判官による申立書の審査
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区裁判所の所長または司法行政事務の分担において指名された裁判官

は、申立書が正しい方式で作成されているか否か、完全か否か、意図さ

れた取立が他の締約国において適用されるべき法により、成功の見込み

が十分にあると思われるか否かを審査しなければならない。かかる裁判

官は、申立書の補正を援助するものとする。

裁判官は、意見書を 2通提出し、取立が準拠法により十分に成功の見

通しがあるか否かを手短に述べなければならない。この場合、以下の国

際条約を参照するものとする。

1. 1956年10月24日の子に対する扶養義務の準拠法に関するハーグ条約

(連邦法律官報1961年第2巻1012頁)

2. 1958年4月15日の子に対する扶養義務に関する判決の承認執行につ

いてのハーグ条約(連邦法律官報1961年第2巻1005頁)

裁判官は、準拠法の内容が不明であるときは、意見書を提出するに及

ばない。

裁判官は、申立書、意見書およびその他の書面を、民事司法共助規則

9条2項により設置された審査機関に送付しなければならない。無謀で、

あり、説得にもかかわらず維持された申立書は、直ちに州司法行政局に

提出しなければならない。なぜなら、他の締約国の受任機関への申立書

の送付を却下するのは、伝達機関の専権事項だからである(条約4条l

項)。

申立書の審査は、統一的処理のため、 l名の裁判官のみで行なうもの

とする。

III.審査機関

申立書は、この条約および他の関連条約の規定に反していないか否か

について、審査機関の審査を受けるものとする。審査機関は、とりわけ

訳文の添付に注意しなければならない。審査機関は、必要に応じて、加

筆訂正を援助するものとする。申立書および添付書類は、審査の後、直

ちに州司法行政局に提出しなければならない。

N.申立の事務処理

1.申立は、適切な期間内に処理しなければならない。
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2.区裁判所における登録事務は、文書規則8条による。申立は、普

通登録簿(区裁判所への申請) 2 a番に登録する。また 7番には、審査

機関または州司法行政局に書類が提出された日を記載する(第E節の最

後から 2番目の段落参照)。さらに 8番には、申立書のイニシャルとし

てUAと記載する。

3.申立書の受付および処理には、手数料を徴収しないものとする(条

約9条3項、 1959年2月26日の法律3条2項)。

c.外国からの申立の処理
1.条約6条l項により、連邦法務大臣(注:現在は連邦行政庁)は、

受任機関として、扶養料の取立のために必要なすべての措置をとる義務

を負っている。主張された請求権の義務者を審問すべきであるという申

立が、受任機関から州司法行政局を介してなされた場合は、審問の委託

を受けた機関によって、取立に必要な限りで実施されなければならない。

裁判所の場合は、裁判官がこれを行なう。

2.義務者の住所が正確に記載されていない場合、または記載された

住所では、義務者を召喚できない場合は、審問の委託を受けた機関は、

義務者の居所を調査しなければならない。その結果、この機関の管轄外

であることが分かった場合は、新たに管轄を有する機関に書類を送付し、

その旨を委託元の機関に通知しなければならない。義務者が他州に住ん

でいることが分かった場合は、委託元の州の最上級官庁に書類を返送し

なければならない。この最上級官庁は、義務者の居住州において管轄を

有する州の最上級官庁に書類を送付し、その旨を連邦法務大臣(注:現

在は連邦行政庁)に通知しなければならない。

審問のための召喚の際には、義務者は、自らの国籍に関する証明書、

および該当の場合には、国外連行者であること(連合国高等委員会法第

23号 I条)、無国籍者であること(1951年4月25日の法律第 l章1条1

項・連邦法律官報269頁、ベルリンについては1952年2月28日の法律・

連邦規則官報126頁)または外困難民であること(1951年7月28日の難

民条約12条・連邦法律官報1953年第2巻559頁または1953年 1月6日の

難民規則 5条・連邦法律官報第 l巻3頁) (注:現在は1965年4月28日

の外国人法28条l号・ 2号、 44条2項・連邦法律官報第 l巻353頁)に
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関する証明書を持参しなければならない。

3.審問の日には、扶養料の支払に関する申立があったことを義務者

に伝えなければならない。まず義務者に対して、穏便に扶養料の支払に

応じることを働きかける O 義務者が扶養料の支払に応じる意思がある場

合は、審問の委託を受けた機関が、執行力を有する債務の確認書を作成

する権限を有する限り、できるだけ速やかに、かかる書類を作成する。

審問の委託を受けた機関が、執行力を有する債務の確認書を作成できな

い場合は、義務者は、州法によりかかる権限を有する機関に出頭し、訴

訟を避けるため、一定期間内に、扶養料の支払債務を負わせる書面を、

執行力を有する方式で作成することを求めなければならない。申立書に

おいて、扶養料の請求額が外国通貨で記載されている場合は、義務者に

異存のない限り、債務の確認書においても、扶養料は、外国通貨で表示

されるものとする。ドイツマルクの時価の記載は認められなし ¥0

義務者に対しては、送金方法および扶差料の振込先となる口座を伝え

なければならない。

銀行振込または郵便為替の可否は、銀行ないし郵便局に問い合わせる。

郵便為替の送付先は、ドイツ連邦郵政局が毎年発行する郵便年鑑にも掲

載されている。

若干の国(ユーゴスラピア、ポーランド、チェコスロパキア、ハンガ

リー)については、さらにその他の送金方法があり、これによれば、ド

イツマルクで入金された金額の換算が有利になることがある。これに関

する情報は、 Alimex-Handels-GmbHin Munchen 2， Neuhauser Str. 34Nで

入手できる。

4.審問については、調書が作成され、そこには、主張された金額の

扶養料の支払請求があったことを義務者に伝えた旨、および義務者が支

払請求を受け入れたか否か、またどのような理由から支払を拒否したか

を記載する。さらに調書には、以下の個人情報を記載しなければならな

Uミ。

a)義務者の職業・業務内容・勤務先・家族構成・収入

b)義務者の国籍、および該当の場合は難民である旨。別居または離婚

した配偶者からの請求の場合は、別居または離婚の際における当該配偶

者の国籍も記載しなければならない。
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義務者が東ドイツ領からの難民、追放者または移住者であり、かつド

イツ民族の血統を有する場合は、出身地(Kreis，Regierungsbezirk， deut-

sche Ortsbezeichungの記載を含む)および1945年5月8日以前の国籍を

明らかにしなければならない。

義務者に関する記載が申立国において権利者またはその他の者を危険

にさらすおそれがある場合は、できる限り調書には書き込まず、別の書

面に記載するものとする。

5.義務者が扶養義務を認めた場合は、直ちに、執行力のある債務証

書を作成し、貧困証明書にもとづき強制執行に関する訴訟救助を申請し、

民事訴訟法750条により債務者に証書を送達しなければならない。権利

者が複数いる場合は、各債権者につき執行力のある債務証書を作成する。

執行文は、権利者本人またはその法定代理人に付与し、扶養料の取立を

委任された連邦法務大臣(注:現在は連邦行政庁)またはその他の機関

に付与しではならない。

6.調書および執行力のある債務証書には、各2通の認証謄本を添付

しなければならない。調書には、公印を押すものとする。認証謄本は、

公文書として保管しなければならない。

D.裁判手続に閲する特別規定

1.司法共助の要請

条約7条a守による司法共助の要請については、外交経路および領事

経路は考慮しないものとする。民事司法共助規則 (6条、 27条、 57条、

64条2項および州の規定)により応諾義務がある場合だけが考慮される。

条約による扶養料の取立に関連する司法共助要請の処理については、

条約7条により、手数料および費用の償還を請求することはできない。

n.費用および負担の免除
条約9条l項および2項により、権利者は、訴訟が係属する国の居住

者または国民と平等の取扱いならびに同等の手数料および費用の免除を

享受するものとされている。これは、とりわけ訴訟救助(Arrnenrecht)(注

:現在は訴訟費用援助針。zeskostenhilfe)に当てはまる。権利者は、さ
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らに外国人であること、または非居住者であることを理由として、訴訟

費用またはその他の目的の担保(保証人など)、特別な支払または供託

の義務を負わない。

5.外国との関係における扶養料の取立に関する1986年12月19

日の法律(外国扶養請求権法AUG)

第1章総則

第1条

(1) 法律によって生じた扶養請求権は、一方の当事者がこの法律の施

行領域内において、また他方の当事者が相互の保証のある国において、

常居所を有するときは、この法律に規定された手続により取り立てるこ

とカfできる。

(2) この法律に対応する法律が施行されている固について、連邦法務

大臣が相互の保証を認定し、連邦法律官報にその旨を告示したときは、

かかる同との間で相互の保証があるものとする O

(3) この法律にいう固とは、連邦国家の州および県を含むものとする。

第2条

(1) 扶養料の裁判上および裁判外の取立は、受任機関および伝達機関

である中央当局を通じて行なわれる。中央当局は、外国において指定さ

れた機関、およびこの法律の施行領域内において管轄を有する当局と直

接に連絡をとるものとする。

(2) 中央当局としての任務は、連邦裁判所内の連邦検事総長が行なう

ものとする。

第2章外国への申立

第3条

(1)扶養権利者からの申立の受付および審査については、かかる権利

者が常居所を有する地を管轄する区裁判所が司法行政当局として管轄を

有する。

(2) 申立書には、扶養料の取立のために重要と思われるすべての事項

を記載しなければならない。かかる事項には、とりわけ以下のものが含
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まれる。

1.権利者の姓名、住所、生年月日、国籍および職業、ならびに法定

代理人がいるときは、その名前および住所

2.義務者の姓名、ならびに権利者が知る限りで、義務者の最近5年

間の住所、生年月日、国籍および職業

3.請求権の根拠、請求権の種類および請求額ならびに権利者および

(可能な限りで)義務者の財政状態および家族構成に関する詳細

手元にある身分関係書類およびその他の参考資料は、これを添付しな

ければならない。裁判所は、職権により、すべての必要な証拠を調査す

ることカfできる。

(3) 申立書には、申立人本人、法定代理人、または委任状を添付した

うえで弁護士が署名し、かつ記載内容が真実であることは、申立人本人

または法定代理人が宣誓をして、これを保証しなければならない。申立

書および添付書類には、宣誓をした翻訳者が認証し、申立の相手国の言

語に翻訳したものを添付しなければならない。申立書の方式および内容

に関する相手国からの特別な要望は、 ドイツ法の強行規定に反しない限

り、これを考慮しなければならない。

第4条

(1) 区裁判所の所長または司法行政事務の分担において指名された裁

判官は、取立がドイツの囲内法により成功の見通しが十分にあるか否か

を審査しなければならない。

(2) かかる裁判官は、成功の見通しがあると判断したときは、その旨

の証明書を発行し、これを申立の相手国の言語に翻訳させ、証明書、申

立書、添付書類および翻訳をそれぞれ3通の認証謄本とともに直接に中

央当局に送付しなければならない。成功の見通しがないと判断したとき

は、申立を却下しなければならない。却下の決定は、理由を付し、かっ

異議申立の権利を明示して、申立人に送達しなければならず、かかる決

定は、裁判所構成法施行法23条により取り消すことができる。

第5条

(1) 中央当局は、申立がこれから行なわれる外国手続の形式的要件を

満たしているか否かを審査しなければならない。これらの要件が満たさ

れているときは、中央当局は、外国の指定機関に対し、外国扶養請求権
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法の翻訳とともに、申立を送付しなければならない。この場合、第4条

第2項中段および後段を準用する。

(2) 中央当局は、申立が適切に処理されたか否かを追跡調査しなけれ

ばならない。

第6条

扶養請求権について、すでに内国の判決またはその他の裁判上の債務

名義があるときは、扶養権利者は、第3条による申立以外に、外国にお

ける判決の登録の申立をすることができる。この場合、第3条ないし第

5条を準用するが、内国の裁判上の債務名義が提出されたときは、その

合法性の審査は行なわないものとする。

第3章外国からの申立

第1節 申立書の内容および中央当局の任務

第7条

(1) 外国からの申立書には、扶養料の取立のために重要と思われるす

べての事項を記載しなければならない。第3条第2項は、これに準用す

る。

(2) 申立書には、申立人本人、法定代理人、または委任状を添付した

うえで弁護士が署名し、かっ申立を受け付けて審査をした外国裁判所の

意見を添付しなければならない。裁判所の意見は、権利者の住所地にお

いて必要と思われる扶養金額も示さなければならない。申立書および添

付書類は、各2通送付しなければならない。

(3) 手元にある身分関係書類などの参考資料、および可能であるとき

は、義務者の写真を添付し、さらにその他の証拠を正確に記載しなけれ

ばならない。申立書および添付書類には、ドイツ語の訳文を添付しなけ

ればならない。中央当局は、特定の固または個別のケースについては、

この要件にかかわらず、自ら翻訳を行なうこともできる。

第8条

(1) 中央当局は、権利者に代わって扶養料を取り立てるために、適当

と思われるすべての措置をとるものとする。この場合、中央当局は、権

利者の利益および意思を尊重しなければならない。

(2) 中央当局は、権利者の名前で自ら、または復代理人を使って、裁
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判外もしくは裁判上の行為をする権限を有する代理人とみなされる。か

かる権限としては、とりわけ和解をすること、必要があれば、扶養請求

訴訟を提起し遂行すること、扶養料の支払命令を執行することが含まれ

る。

第2節裁判手続に関する特別規定

第9粂

権利者の意図する扶養料の取立が十分に成功の見通しがあり、かっ無

謀でないときは、たとえ扶養権利者からの明示の申請がなくても、外国

からの申立にもとづく訴訟について、州または連邦の歳入への支払を要

しない程度の訴訟費用援助がこの法律により認められなければならない。

この法律による訴訟費用援助が認められたときは、これが民事訴訟法第

124条第 1号により取り消されない限り、同法第122条第 l項に掲げられ

た費用の支払は、無条件に免除される。

第10条

(1) 第 l条により相互の保証があるとされた国の扶養判決については、

民事訴訟法第722条第 l項および第723条第 l項により執行判決が下され

る。ただし、同法第328条第 l項第 l号ないし第4号により外国判決が

承認されないときは、執行判決を下すことはできない。

(2) 外国判決の執行が認められる場合といえども、裁判所は、執行判

決の一方当事者の申立により、外国判決で定められた扶養料を支払金額

および支払期間について変更することができる。外国判決が既判力を有

するときは、民事訴訟法第323条によってのみ変更が認められる。

(3) 執行判決を求める訴訟については、債務者が普通裁判籍を有する

地の区裁判所、またはかかる裁判所が内固にないときは、債務者の財産

が所在する地を管轄する裁判所の専属管轄とする(注:同項後段は、

1997年12月16日の法律により削除された)。

第11条

外国判決が債務者の審尋をしないで下されたか、暫定的であるか、ま

たは取立裁判所の確認を条件とするときは、これを第7条にいう申立と

みなす。第8条および第9条は、これに準用する。
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第4章費用

第12条

法務当局による申立の受付および処理などの裁判外の手続については、

手数料の徴収および費用の償還請求をしないものとする。

第5章司法補助官法の改正

第13条

1969年11月5日の司法補助官法(連邦法律官報第 l巻2065頁)第29条

は、 1986年12月18日の法律(連邦法律官報第 l巻2501頁)第4条により

最終改正がなされていたが、以下のとおり改正する。

「第29条渉外事件事務

法律上区裁判所に委託された外国からの送達の実施、ならびに1956年

6月20日の外国における扶養料の取立に関する条約および1959年2月26

日の法律(連邦法律官報第2巻149頁)または1986年12月19日の外国扶

養請求権法(連邦法律官報第 I巻2563頁)により扶養料を取り立てるた

めの申立の受付は、司法補助官の職務とするJ。

第6章量終規定

第14条

この法律は、第3譲渡法第13条第 1項によりベルリン州にも適用する。

第15条

この法律は、 1987年 1月1日から施行する。
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Ausergerichtliche Anwendung des UN・Ubereinkommensvom 

20. 6. 1956 uber die Geltendmachung von Unterhaltsanspruchen 

im Ausland und des Auslandsunterhaltsgesetzes in BRD 

Yasuhiro OKUDA * 

Das UN-Kindesrechtenabkommen schreibt im A目.27(e) die Fりrderungdes Beitritts 

der Vertragsstaaten zu intemationaJen Vereinbarungen uber die Geltendmachung von 

Unterhaltsanspriichen im Ausland vor. Diese Vorschrift verweist stillschweigend auf 

das UN-Ubereinkommen vom 20. 6. 1956 zu diesem Zweck. Nach dem Uber-

einkommen kann ein Kind bei einer Ubermittlungsstelle seines eigenen Staates ein 

Gesuch uber die Gelt巴ndmachungdes UnterhaJtsanspruchs gegen seinen Vater im 

Ausland einreichen. Die Ubermittlungsstelle ubersendet das Gesuch der Emp-

fangsstelle des Staates des Vaters， die alle Schritte ubemimmt， um die Leistung von 

UnterhaJt herbeizufuhren 

Dem UN-Ubereinkommen von 1956 treten mehr als funfzig Staaten bei， in denen 

Japan jedoch nicht eingeschlossen ist. AIs Ergebnis haben die im Ausland wohnenden 

Kinder sehr grose Schwierigkeit， in Japan ihren Unterhaltsanspruch geltend zu 

machen. Zum Beispi巴1berichtet eine japanische Zeitung (Mainichi vom 16.04. 1997， 

Tokio Fassung)， das in den Philippinen mehr als zehn tausend Kinder wohnen， die aus 

japanischen V通temund phillippinischen Muttem geboren sind. Einige wohnten friiher 

in Japan und sind aJs Schwarzeinwanderer zusammen mit ihren Muttem nach den 

* Ordentlicher Professor der Universit証tHokkaido fur IPR 
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Phillippinen deponiert. Andere wohnen seit ihrem Geburt in den Philippinen， wo ihre V温-

ter und Mutter geheiratet haben， und dann ihre V詰terflogen aJlein nach Japan zuruck. 

Diese Kinder haben keine Moglichkeit， gegen ihre V通tereine Klage vor einem 

japanischen Gericht ohne Hilfe d巴rphiJippinischen undloder japanischen Regierung zu 

erheben. Wenn sie eine Gerichtsentscheidung in den Philippinen gewonnen h加en，muβ-

ten sie noch ein japan山 hesGericht zur Zwangsvollstreckung anrufen. In der Tat ist 

kein Gerichtsprozes berichtet， mit dem ein im Ausland wohnendes Kind seinen 

Unterha1tsanspruch geltend macht. In zwei Fallen haben japanische Ehefrauen， die 

zusammen mit ihren Kindem in den USA wohnen， eille Klage zur Zwangsvo1l-

streckung der amerikanischen Gerichtsentscheidung gegen ihre Ehem通nnererhoben 

(OLG Tokio vom 26.02.1998， Hanrei Jiho， Nr. 1647， ¥07; OLG Tokio vom 18.09 

1997， Hanrei Jiho， Nr. 1630， 62). Man kann einfach vermuten， das die in Japan 

wohnenden Verwandten der KI詰.gerinendabei geholfen haben. Eine soIche Hilfe konn-

ten philippinische Frauen normaJerweise nicht finden. 

1m Gegensatz ist BRD seit langem Vertragsstaat des UN-Ubereinkommens und hat 

auch das AuslandsunterhaJtsgesetz (AUG) am 19. 12. 1986 erlassen. Das Gesetz s01l， 

vor aJlem im Verh註ltniszu den nordamerikanischen Staaten，油n1icheWirkung wie巴in

Staatsvertrag erziehen. Dieser Aufsatz versucht， die deutsche Verwaltungspraxis uber 

das UN-Ubereinkommen und das AUG klarzustellen und damit einige Tips ftir Japan 

zugewmnen 

Die deutsche EmpfangsstelIe verarbeitet viele 創刊ehend巴Gesuch巴jedesJahr， und 

die auslandischen Kinder bekommen gut die UnterhaJtszahlungen von ihren in BRD 

lebenden V詰t巴m.Dagegen haben die deutschen Kinder grose Schwierigkeit bei den 

ausgehenden Gesuchen， weil das Amtsgericht aJs Justizverwa1tungsbぬるrdeftir die 

Entgegennahme von Gesuchen neigt， sich von solchen intemationalen Verfahren 

femzuha1ten. Ein solches Ergebnis hat die deutsche Regierung wahrscheinlich 

beabsichtigt. Sie hat die巴inheitlicheRichtlinie zum UN-Ubereinkommen und den ~4 

des AUG darauthin verfasst， daβder Richter pruft， ob die Rechtsverfolgung 

hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten wurde. Die Regierungsbegrundung zum 

Entwurf des AUG (BR-Drucks. 32/85， S.12) sagt， das eine ledigliche Mutwilligkeitspru-

fung， wie sie der Art. 4 Abs. I des UN-Ubereinkommens vorsieht， aus finanziellen Grun-

den nicht vertretbar ware. 
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Diese Beschrankung der ausgehenden Gesuche konnte aber gegen d巴nSinn des Art. 

4 Abs. 1 des UN-Ubereinkommens und auch d巴nendgultigen Zweck des AUG 

verstosen. Die deutschen Kinder， die sich weder auf das UN-Ubereinkommen noch das 

AUG verlassen konnen， wenden sich an das Deutsche Institut向rVormundschafts-

wesen. Nach Ansgar Marx (Wege zur Realisierung von Kindesunterhalt in Europa， 

NDV 1993，374， S.376) werden ca. 800 -1000 Neuantr通geJ誌hrlichdort bearbeitet. 

Wenn die japanische Regierung dem UN・Ubereinkommenbeitreten oder ein詰hn-

liches Gesetz wie das AUG erlassen wurde， muste sie die ausgehenden Gesuche nicht 

beschranken. Zum Beispiel konnten die Familiengerichte bei uns fur die Ent-

gegennal】meder ausgehenden Gesuche bestimmt sein. Der Richter sollte nur das 

Sachverh通ltniszwischen den Parteien feststellen und das Gesuch zur Zentralstelle 

schicken. Die Zentralstelle sollte grunds詰tzlichnur die Formm坊igkeitpTUfen. 
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